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夏号の表紙

城里町

「 御前山と 那珂川」

　 御前山と 清流那珂川と の

おり なす光景は、 京都の嵐山

に似ていると こ ろ から 「 関東

の嵐山」 と 呼ばれ親し まれて

おり ます。 御前山は鳥獣保護

区に指定さ れ、 さ まざまな野

鳥が観察でき ます。 那珂川はアユの釣場と し ても 知ら れており 、 秋には

鮭の遡上が見ら れます。
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＆
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介
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介
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特
定
健
診
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デ
ー
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を
活
用
し
た
帳
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と
効
果
的
な
活
用

  

第
1
回
「
特
定
健
診
デ
ー
タ
分
析
ソ
フ
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ウ
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ア
を
用
い
た

　
　
　
　
特
定
保
健
指
導
に
お
け
る
効
果
の
評
価
」

目
白
大
学
看
護
学
部
看
護
学
科
教
授

　
藤
井

　
仁
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テ
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Ｑ
＆
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支
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課
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国
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連
合
会
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ラ
イ
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ダ
イ
ヤ
ル
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及
び
各
課
主
要
業
務
に
つ
い
て

2 5

お
知
ら
せ
・
行
事
予
定
・
編
集
後
記

裏
表
紙
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産
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の
お
い
し
い
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シ
ピ

東
海
村
編

C O N T E N T S

「 いばら き国保連」
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1 茨城の国保 558

城
里
町
は
県
北
西
部
に
位
置
し
、

東
京
か
ら
１
０
０
㎞
圏
内
、
常
磐
自

動
車
道
水
戸
Ｉ
Ｃ
か
ら
は
車
で
約

20
分
の
距
離
に
あ
り
ま
す
。
昨
年
2

月
に
町
村
合
併
20
周
年
を
迎
え
た

本
町
は
、
約
6
割
を
森
林
が
占
め
、

那
珂
川
や
山
林
に
囲
ま
れ
た
豊
か

な
自
然
が
特
徴
で
す
。
特
に
、
関
東

の
嵐
山
と
も
謳
わ
れ
る
御
前
山
は

人
気
の
観
光
地
で
、
道
の
駅
「
か
つ

ら
」
は
、そ
の
山
河
の
魅
力
を
味
わ
っ

て
も
ら
う
た
め
の
拠
点
と
し
て
、
今

秋
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
の
予
定

で
す
。

特
産
物
で
は
赤
ネ
ギ
「
レ
ッ
ド
ポ

ア
ロ
ー
」、
県
三
大
銘
茶
「
古
内
茶
」、

お
米
日
本
一
に
も
輝
い
た
「
な
な
か

い
の
里
コ
シ
ヒ
カ
リ
」
な
ど
を
町
ブ

ラ
ン
ド
と
し
て
推
奨
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
廃
校
を
活
用
し
た
行
政
施
設

「
ア
ツ
マ
ー
レ
」
は
、
水
戸
ホ
ー
リ
ー

ホ
ッ
ク
の
練
習
拠
点
と
し
て
も
利
用

さ
れ
て
お
り
、
選
手
と
町
民
が
一
緒

に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
き
、
Ｂ
Ｂ
Ｑ
な

ど
の
レ
ジ
ャ
ー
も
楽
し
め
る
人
の
集

ま
る
場
所
と
し
て
地
域
の
活
性
化
に

貢
献
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
国
民
健
康
保
険
に
お
い
て

は
、
高
齢
者
人
口
の
増
加
や
生
産
年

齢
人
口
の
減
少
、
さ
ら
に
は
医
療
の

高
度
化
に
よ
る
費
用
増
大
な
ど
、
制

度
を
取
り
巻
く
環
境
は
依
然
と
し

て
厳
し
い
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
超

高
齢
化
社
会
に
備
え
た
健
康
の
維

持
・
増
進
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
本
町
で
は
保
健
事

業
の
実
施
状
況
と
し
て
、
令
和
6
年

度
の
特
定
健
診
受
診
率
は
51
・
3
％

を
記
録
し
、
県
内
第
２
位
と
い
う
高

い
水
準
を
維
持
し
て
い
ま
す
。
こ
の

結
果
は
、
町
民
の
健
康
意
識
の
高
さ

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
健
診
会
場
に
お
け
る
特
定
保
健

指
導
の
強
化
に
努
め
、
指
導
終
了
率

の
向
上
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。
加

え
て
「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
」
や
「
ヘ

ル
ス
サ
ポ
ー
ト
教
室
」
の
開
催
、
な

ら
び
に
「
Ｂ
Ｄ
Ｈ
Ｑ
（
簡
易
型
自
記

式
食
事
歴
法
質
問
票
）」
の
活
用
な

ど
を
通
じ
、
事
業
の
さ
ら
な
る
充
実

を
図
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
取

り
組
み
は
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
・

改
善
を
促
し
、
国
保
事
業
の
健
全
な

運
営
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

今
後
も
引
き
続
き
、
関
係
機
関

と
連
携
を
し
な
が
ら
、
国
民
健
康

保
険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め

る
と
と
も
に
、
地
域
の
健
康
づ
く
り

へ
の
支
援
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。

人
と
自
然
が
ひ
び
き
あ
い

と
も
に
輝
く
す
み
よ
い
ま
ち

　
城
里
町

城里町長

上遠野  修

巻 頭 言
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国保の加入状況等
令和4 年度 令和5 年度 令和6 年度

総世帯数（ 世帯） 1 6 ,5 4 7 1 6 , 8 0 8 1 6 , 9 4 4

総人口（ 人） 3 8 ,3 2 8 3 8 , 4 2 4 3 8 , 2 9 7

国保被
保険者

加入世帯数（ 世帯） 3 ,9 9 6 3 ,8 3 7 3 , 6 9 1

被保険者数（ 人） 6 ,0 6 2 5 ,7 4 4 5 , 5 1 7

被保険者加入率（ ％） 1 5 .8 1 4 . 9 1 4 .4

保険料（ 税）
収納状況

1人当たり の調定額（ 円） 8 9 ,4 6 6 9 2 , 0 0 3 9 3 , 3 0 6

収納率（ ％）（ 現年分） 9 6 . 4 3 9 5 . 8 2 9 6 .3 9

1人当たり の療養諸費費用額（ 円） 3 6 4 ,6 5 3 4 0 4 , 1 3 4 3 8 9 , 5 1 1

医療費適正化
対策の状況

1 人当たり の財政効果額（ 円） 6 4 0 3 8 7 1 , 3 4 9

財政効果率（ ％） 0 . 2 1 0 . 1 2 0 . 4 2

保健事業費の
状況

1 人当たり の保健事業費（ 円） 2 ,7 2 2 2 ,6 0 4 2 , 2 9 0

保険料（ 税）に占める割合（ ％） 3 . 1 6 2 . 9 5 2 . 5 5

特定健診・

特定保健指導

の状況

特定健診受診率（ ％） 4 8 .2 5 0 . 3 5 1 .5

特定保健指導実施率（ ％） 5 6 .8 5 4 . 3 6 4 .3

8 7 ,0 0 0

8 8 ,0 0 0

8 9 ,0 0 0

9 0 ,0 0 0

9 1 ,0 0 0

9 2 ,0 0 0

9 3 ,0 0 0

9 4 ,0 0 0

令和4 年度 令和5 年度 令和6 年度

（ 円） （ ％）

1 人当たり の調定額（ 円）

収納率（ % ）（ 現年分）

9 5 .2

9 5 .4

9 5 .6

9 5 .8

9 6 .0

9 6 .2

9 6 .4

9 6 .6

9 6 .8

9 7 .0

8 9 ,4 6 6 9 2 ,0 0 3 9 3 ,3 0 6

9 6 .4 3
9 6 .3 9

9 5 .8 2

※総人口・ 総世帯数： 住民基本台帳よ り 入力

　 総人口・ 総世帯数以外： 国民健康保険事業年報よ り 入力（ 年間平均）

　 特定健診・ 特定保健指導の状況： 特定健診等データ 管理システムから の情報を 入力

保険者の概況
国保税収納状況〔 現年分〕

東
海
村
は
、
県
都
・
水
戸
市
の
北
東
約
15

㎞
に
位
置
す
る
人
口
約
３
８
，
０
０
０
人
の

ま
ち
で
す
。
村
内
に
は
、
原
子
力
関
連
施
設

が
集
積
し
て
い
る
ほ
か
、
最
先
端
科
学
の
研

究
施
設
で
あ
る
「
大
強
度
陽
子
加
速
器
施
設

（
Ｊ-

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｃ
）」
が
立
地
し
て
い
ま
す
。
見

ど
こ
ろ
と
し
て
は
、
日
本
三
体
虚
空
蔵
尊
の

ひ
と
つ
「
村
松
虚
空
蔵
尊
」
や
水
戸
光
圀
公

に
縁
の
深
い
「
大
神
宮
」
な
ど
の
歴
史
・
文

化
的
財
産
、
四
季
折
々
の
魅
力
を
映
す
「
東

海
十
二
景
」
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
農
業
も

盛
ん
な
本
村
は
、
近
年
大
人
気
の
ほ
し
い
も

を
は
じ
め
、
な
し
や
ぶ
ど
う
が
特
産
品
で
す
。

保険者紀行

東海村

J-PARC
「 画像提供： J-PARC セ ン タ ー」

　 日本原子力研究開発機構（ JAEA）と 高エネルギー

加速器研究機構（ KEK）による共同プロジェ ク ト で、

世界最高ク ラ スの大強度陽子ビ ームを 生成する 加

速器と 、 その大強度陽子ビ ームを 利用する実験施

設で構成さ れる、 最先端科学の研究施設です。

い
い
ム
ラ
を
つ
く
ろ
う

　
と
う
か
い
む
ら



東海村

3 茨城の国保 558

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
サ
ー
ビ
ス
で

口
座
振
替
促
進

東
海
村
で
は
、
国
保
税
の
賦
課
を
保
険
課
、

徴
収
を
税
務
課
が
担
当
し
て
お
り
、
令
和
６

年
度
現
年
分
国
保
税
収
納
率
は
、
96
・
39
％

で
県
内
第
6
位
、
前
年
度
比
０
・
57
ポ
イ
ン

ト
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

納
付
に
つ
い
て
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
を
原
則
と
し
、
口
座
振
替
の
促
進
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

窓
口
に
新
規
加
入
で
い
ら
し
た
方
に
は
、

ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
サ
ー
ビ
ス
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
バ
ー
コ
ー
ド
や
全
国
の
地
方
税
統

一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
印
字
し
た
納
付
書
を
利
用

し
た
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
等
で
の
納
付
が
可
能
と

な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
令
和
7
年
度
か
ら
は
、
納
付
書

の
使
用
期
限
を
延
長
し
、
納
付
環
境
の
拡
大

を
図
っ
て
い
ま
す
。

窓
口
延
長
で
納
税
相
談

毎
月
第
１
第
3
木
曜
日
は
、
19
時
ま
で
窓

口
業
務
を
延
長
し
て
い
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
に
関
す
る
手
続
き
の
ほ
か
、
納
税
相
談
も

実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
保
険
課
と
税
務
課
の
情
報
共
有
に

滞
納
管
理
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
で
、

滞
納
者
が
ど
ち
ら
の
窓
口
に
来
庁
さ
れ
て

も
、
円
滑
に
税
務
課
と
連
携
で
き
る
よ
う
努

め
て
い
ま
す
。

　

少
額
滞
納
者
に
口
座
振
替
促
進
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
送
付
で
収
納
率
向
上
に
つ

な
げ
る

督
促
状
を
送
付
し
た
後
に
納
付
が
確
認
で

き
な
い
方
に

は
、
さ
ら
に

催
告
書
を
送

付
し
て
い
ま

す
。
そ
の
際
、

口
座
振
替
促

進
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
同

封
し
、
口
座

振
替
を
お
願

い
し
て
い
ま

す
。

ま
た
、
滞
納
者
対
策
と
し
て
は
、
預
金
、

保
険
、
不
動
産
な
ど
の
財
産
調
査
を
実
施
し
、

財
産
が
あ
れ
ば
差
し
押
さ
え
を
行
い
、
収
納

率
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
連
絡
が
取
れ
な
い
滞
納
者
に
は
、

臨
戸
訪
問
す
る
な
ど
の
実
地
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。

令
和
６
年
度
特
定
健
診
受
診
率

51
・
５
％

東
海
村
の
特
定
健
診
は
、
集
団
検
診
、
医

療
機
関
で
の
個
別
健
診
、
一
般
人
間
ド
ッ
ク

の
中
で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
お
り
、
実
施
方
法
別
の
受
診
人
数
の

割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
76
％
、
10
％
、
14
％
で
す
。

ま
た
、
集
団
検
診
と
医
療
機
関
で
の
個
別

健
診
に
つ
い
て
は
、
費
用
が
無
料
と
な
っ
て

い
ま
す
。

集
団
検
診

の
基
本
健
診

に
は
、
特
定

健
診
・
後
期

高
齢
者
健
診

・
ヤ
ン
グ
健

診
（
18
～
39

歳
）
が
あ
り
、

が
ん
検
診
と

同
時
に
受
診

す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

特
定
健
診

対
象
者
全
員

へ
受
診
券
及

び
健
診
案
内

を
送
付
し
て

お
り
、
集
団

検
診
は
、
完
全
予
約
制
で
電
話
と
Ｗ
ｅ
ｂ
に

よ
る
申
し
込
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
全
戸
配
布
し
て
い
る
健
康
カ
レ

ン
ダ
ー
に
健
診
内
容
及
び
申
込
方
法
等
を
掲

載
し
て
い
る
ほ
か
、
広
報
紙
で
も
定
期
的
に

記
事
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

特
定
健
診
未
受
診
者
勧
奨
通
知
で

受
診
率
ア
ッ
プ

集
団
検
診
の
予
約
時
期
に
合
わ
せ
て
、
8

月
と
11
月
の
2
回
特
定
健
診
受
診
勧
奨
通
知

を
送
付
し
て
い
ま
す
。

未
受
診
者
を
生
活
習
慣
病
の
受
診
歴
や

過
去
の
健
診
受
診
有
無
等
で
い
く
つ
か
の
グ

ル
ー
プ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に

合
わ
せ
て
、
数
値
や
リ
ス
ク
を
可
視
化
す
る

よ
う
な
内
容
を
作
成
し
、
受
診
を
促
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
令
和
6
年
度
か
ら
は
、
が
ん
検
診

未
受
診
者
へ
の
受
診
勧
奨
通
知
に
特
定
健
診

の
案
内
も
含
め
ま
し
た
。
男
性
版
・
女
性
版

の
勧
奨
通
知
を
作
成
し
、
が
ん
検
診
と
特
定

健
診
を
同
時
に
受
診
で
き
る
こ
と
を
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
ま
す
。

口
座
振
替
促
進
で

収
納
率
向
上
に
努
め
る

東海村保険課のみなさ ま

東
海
村

　
保
険
課
・
税
務
課

東海村役場

保 険 者 紀 行

受診券に同封し ている健診案内

健診内容等を

健康カ レンダーに掲載
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手
書
き
の
コ
メ
ン
ト
で
特
定
保
健
指

導
の
実
施
率
向
上
に
つ
な
げ
る

　
東
海
村
の
令
和
6
年
度
特
定
保
健
指
導
実

施
率
は
64
・
3
％
と
令
和
5
年
度
よ
り
約
10

ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、
県
内
で
も
上
位
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
集
団
健
診
で
Ｂ
Ｍ
Ｉ

や
腹
囲
、
血
圧
を
測

定
し
た
段
階
で
基
準
値
を
超
え
た
方
に
は
、

健
診
当
日
、
個
別
面
談
（
分
割
初
回
面
談
）

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
初
回
面
談
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、

目
標
を
設
定
し
て
い
ま
す
が
、
対
象
者
一
人

ひ
と
り
の
生
活
習
慣
を
聞
き
取
り
な
が
ら
、

無
理
の
な
い
範
囲
で
の
目
標
を
一
緒
に
考
え

る
個
別
対
応
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
目
標
は

主
に
食
事
と
運
動
が
中
心
と
な
り
ま
す
が
、

飲
酒
習
慣
の
あ
る
方
に
は
そ
の
点
に
つ
い
て

も
目
標
設
定
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
面
談
で
は
、
健
診
結
果
が
届
い
た

ら
健
康
増
進
課
か
ら
連
絡
が
あ
る
こ
と
を
お

話
し
、
初
回
面
談
終
了
と
継
続
的
な
支
援
に

つ
な
が
る
よ
う
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　
特
定
保
健
指
導
を
受
け
た
方
に
最
終
報
告

を
依
頼
す
る
際
、
自
身
で
立
て
た
行
動
目
標

に
対
す
る
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
、
一
人

ひ
と
り
に
あ
わ
せ
た
コ
メ
ン
ト
を
手
書
き
で

添
え
て
い
ま
す
。
以
前
に
比
べ
、
最
終
報
告

の
回
答
率
が
上
昇
し
、
特
定
保
健
指
導
の
実

施
率
向
上
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　
参
加
者
の
中
に
は
、
取
組
状
況
の
報
告
だ

け
で
な
く
、
保
健
指
導
に
参
加
し
た
感
想
や

手
紙
を
通
じ
た
相
談
、
指
導
へ
の
お
礼
な
ど

を
入
れ
て
返
信
を
く
だ
さ
る
方
も
い
ま
す
。

『
年
代
別
女
性
の
健
康
講
座
』

　
年
代
別
女
性
の
健
康
講
座
は
、
自
分
の
健

康
に
向
き
合
う
時
間
の
確
保
を
目
的
と
し
た

教
室
で
、
2
期
4
回
（
計
8
回
）、
定
員
15

名
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
の
年
代
に
合
わ
せ
た
、
管
理
栄
養
士
、

保
健
師
に
よ
る
女
性
の
心
身
の
変
化
や
健

康
、
女
性
に
優
し
い
食
事
に
つ
い
て
の
講
話

と
、
健
康
運
動
指
導
士
の
ヨ
ガ
や
ダ
ン
ス
エ

ク
サ
サ
イ
ズ
な
ど
の
運
動
体
験
を
通
し
て
、

セ
ル
フ
メ

ン
テ
ナ
ン

ス
の
方
法

を
学
ぶ
こ

と
が
で
き

ま
す
。
託

児
も
無
料
で
実
施
し
、
気
軽
に
参
加
で
き
る

環
境
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

『
子
育
て
パ
パ
の
筋
肉
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

教
室
』

　
子
育
て
中
の
男
性
の
た
め
の
、
生
活
習
慣

病
予
防
や
活
力
年
齢
維
持
を
目
的
と
し
た
運

動
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
1
期
4
回
、
年
中
～
小
2
ま
で
の
子
ど
も

と
父
親
の
ペ
ア
15
組
を
対
象
に
、
土
曜
日
に

開
催
し
て
お
り
、
お
子
さ
ん
と
楽
し
く
運
動

を
し
て
、
運
動
習
慣
の
き
っ
か
け
づ
く
り
に

し
て
い
ま
す
。

　
参
加
者

か
ら
は
、

「
子
ど
も

と
触
れ
合

い
な
が
ら

楽
し
く
運

動
も
で
き
て
と
て
も
よ
か
っ
た
」
と
の
お
声

も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

す
こ
や
か
委
員
が
ア
レ
ン
ジ
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
コ
ー
ス
を
作
成

　
東
海
村
に
は
、
す
こ
や
か
委
員
12
名
で

「
ヘ
ル
ス
ロ
ー
ド
」
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
9
つ
の

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
す
こ
や
か
委

員
と
事
務
局
で

コ
ー
ス
を
設
定

し
、
年
に
5
回
、

住
民
参
加
型
の

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

イ
ベ
ン
ト
を
実

施
し
て
お
り
、

毎
回
20
～
25
名

程
度
の
参
加
が
あ
り
ま
す
。
シ
ョ
ー
ト
コ
ー

ス
と
ロ
ン
グ
コ
ー
ス
の
2
コ
ー
ス
を
設
け
て

参
加
者
の
体
調
に
応
じ
て
選
択
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

食
生
活
改
善
推
進
員
の
活
動

　「
東
海
村
食
生
活
改
善
推
進
員
連
絡
協
議

会
（
通
称
：
東
海
村
ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
）」
は

昭
和
48
年
に
設
立
し
、
現
在
は
61
名
の
会
員

が
所
属
し
て
い
ま
す
。

　
東
海
村
ヘ
ル
ス
メ
イ
ト
は
、
小
学
生
の
親

子
を
対
象
と
し
た
食
育
教
室
（
ヘ
ル
ス
メ
イ

ト
ジ
ュ
ニ
ア
事
業
）
で
調
理
の
サ
ポ
ー
ト
や

高
校
生
に
向
け
て
食
育
に
関
す
る
講
話
と
調

理
指
導
、
健
診
や
自
治
会
の
イ
ベ
ン
ト
等
で

食
育
の
普
及
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
は
5
つ
の
地
区
に
分
か
れ
、
食
を
通

じ
た
健
康
づ
く
り
の
地
区
伝
達
活
動
に
も
力

を
い
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
健
康
増

進
課
か
ら
は
離
乳

食
や
妊
婦
向
け
の

試

食

作

り
、

5

歳
児
健
診
時
に

子
ど
も
や
保
護
者

を
対
象
に
１
日
に

必
要
な
野
菜
の
量

を
知
っ
て
も
ら
う

体
験
コ
ー
ナ
ー
で

食
育
指
導
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

ほ
か
に
も
、
他
の

部
署
や
団
体
か
ら

の
依
頼
を
受
け
て

料
理
教
室
の
協
力

を
し
て
い
ま
す
。

東海村健康増進課のみなさ ま（ 健康づく り 担当）

工
夫
を
凝
ら
し
た
健
康
づ

く
り
の
様
々
な
取
り
組
み

東

海

村
　

健

康

増

進

課

年代別女性健康

講座のチラ シ

ウォーキングイベント の様子

子育てパパの筋肉ト レ

ーニン グ教室のチラ シ

高校生対象の食育授業

ヘルスメ イト ジュ ニア

事業時の食育補助
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　 和 銅 元 年（ 7 0 8 ）

の創建と 伝えら れて

おり 、 古く は「 村松

五所大明神」 と 呼ば

れまし た。 江戸時代

に水戸光圀が神殿を

造営、 伊勢神宮より

分霊を 奉還し て、 大

神宮と 称し まし た。 伊勢神宮の内宮にあたり 、「 茨城のお伊

勢さ ん」 と し て親し まれています。

泉福寺
馬力神

東海クリ ニッ ク

石仏御堂 舟石川
近隣公園

コ ン ビニ

コ ンビニ

舟石川
小学校

東海駅西口郵便局

GS

東海眼科

サンフ ラ ワー
こ ども の森保育園

植村整形外科

舟石川
ひふみみク リ ニッ ク

舟石川一区
集会所

か
え

で
通

り 動
燃

通
り

も
み

じ
通

り

馬頭観音

東海十二景

冨士社晩霞
かばんしゃふ  じ

舟石川

大山台

舟石川十字路

舟石川小入口

駈上 ３ 月下旬～４ 月に、
こ ぶし が見頃を

迎え ま す。

1 周4 1 0 メ ート ル

の沿道あ り

〒

文

東海十二景

稲荷社杉風
いな り ぷうさ んしゃ

冨士神社

船場稲荷神社

６

道が狭いので注意！！

1 1 月頃に、
紅葉が

楽し めま す。

62

JR常
磐

線

東
海

駅

スタ ート ・ ゴール

舟石川コミ ュニティ

センタ ー

「 舟石川船場稲荷神社と

近隣公園コース」

　 今回は、 東海村の健康づく り を 推進し て

いる すこ やか委員がすすめる「 いばら き ヘ

ルスロード 」を アレ ンジし て作成し た 9 コ ー

スの中から 、 舟石川コ ミ ュ ニティ セン タ ー

を スタ ート ・ ゴールと する 舟石川船場稲荷

神社と 近隣公園コ ースを ご紹介し ます。

　 大 同 二 年（ 8 0 7 ）

弘法大師によっ て創

建さ れたと 伝えら れ

ます。 本尊の虚空蔵

菩薩は古く から 厚く

信仰さ れ、 現在、 日

本 三 体 のひ と つ と

し て、 学業成就・ 家

内 安 全・ 厄 除 け・

七五三・ 出世開運などを祈願する多く の参拝者をお迎えし て

います。 北側には水戸八景のひと つ「 村松晴嵐」 の碑があ

り ます。

村松虚空蔵尊 大神宮

道のコンシェルジュ

【 コ ースのご案内】

ロン グコ ース　 　 　 　 　 　 4 .7 km

ショ ート コ ース　 　 　 　 　 3 .6 km

【 スタ ート ・ ゴール】

舟石川コ ミ ュ ニティ センタ ー

東海村舟石川1 5 8 -1

ほし いも

　 ほし いも は、 さ つまいも を ふっ く

ら と 蒸し て天日乾燥さ せて作ら れた

も のです。 茨城県のほし いも 生産量

は全国第一位で、 主な生産地が、 東

海村と ひたちなか市です。

　 ほし いも の美味し さ は、 自然な甘

さ がポイ ント です。 さ ら に、 食物繊

維も たっ ぷり で、 ヘルシースイ ーツ

と し ても 人気を集めています。

なし

　 東海村で生産さ れる 梨の主な品種

は「 幸水」「 豊水」 で、 特にき め細か

く たっ ぷり の果汁が特徴です。 梨は

水分が多く 、 リ ン ゴ 酸やク エン 酸を

含むため、 疲労回復や夏バテに効果

があると 言われています。

ぶどう

　 東海村の秋の味覚の代表で、 巨峰・

デラ ウェ ア・ シャ イ ン マ ス カ ッ ト ・

高尾・ ロザリ オなど、 様々な種類の

ぶどう が作ら れています。 東海村の

気候及び土壌は、 ぶどう 栽培に大変

適し ており 、 房や粒が大き く 、 と て

も 甘く てみずみずし いぶどう が育っ

ています。

東海村の特産品

東海村の名所
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1． 保険者協議会会議

（ 1） 保険者協議会　（ 2） 専門部会

（ 3） 作業部会　 　 　（ 4） 監事監査

2． 事業内容

（ 1 ） 保健師及び管理栄養士等に対する 特定保健指

導のプロ グラ ム研修

　 ・ 特定健診・ 特定保健指導実施者研修

（ 2 ） 特定健診・ 特定保健指導の集合契約等に関する

調整及び取り まと め

（ 3 ） 生活習慣病の発症及び重症化予防に向けた啓

発物等の作成及び配布

　 ・ 高血圧対策、 運動習慣の定着

（ 4 ） 茨城県が実施する 健康づく り キャ ンペーンへの

参画・ 協賛

　 ・ 元気アッ プいばら き！健康フェ ス 等

（ 5） 医療費適正化等調査の実施

　 ・  特定健診・ 特定保健指導実施及び後発医薬品

の使用促進や重複投薬等の適正化の取り 組み

の状況の調査

（ 6 ） 第 8 次保健医療計画に基づく 取り 組みの進捗

状況の把握

（ 7 ） 第 4 期医療費適正化計画に基づく 取り 組みの進

捗状況の把握

（ 8） 第 8 次医師確保計画（ 後期） への意見提出

（ 9 ） 重点医師偏在対策地域支援区域の指定計画へ

の意見提出（ ※予定）

（ 10） その他国等から の要請等に対する 対応

3． その他

　 国等が開催する 研修会等への参加　 など

令和 8 年度事業計画

　 この会は、 地域における健康づく り を支援するため、 今までの豊富な経験を生

かし て地域の保健活動に寄与すると と もに会員相互の連絡調整と 親睦を図ること

を目的に、 平成 12 年 3 月に設立しました。

　 退職した貴方の学習、交流の場として、会員一同、入会を心よりお待ちしており ます。

1　 活動内容について

　 ①　 研修会（ ２ 回 / 年）

　 ②　 健康づく り 支援事業： 市町村への支援事業と し て、 保健指導や重複・ 頻回受診者

及び重複・ 多剤服薬者への訪問指導支援等を行います。（ 支援し ていただける方にお

願いしています。） 報酬は、 茨城県国民健康保険団体連合会からお支払いたします。

　 ③　 会　 報： 年 2 回、 ご自宅に会報を郵送いたします。

2　 入会の要件について

　 ①　 保健師と し て勤務経験がある県内在住の方： 正規・ 非正規、 地方公共団体・ 民間企業での保健師経験を問

いません。

　 ②　 現在お勤めの方： 非正規職員（ 非常勤、 嘱託、 パート 、 期間契約、 代替職員等） の場合は入会できます。

3　 会費や手続等について

　 ①　 会費： 無料です。

　 ②　 申込み方法： 郵便、 電子メ ールまたは FAX にて、 申込書を送付してく ださい。

　 　 　 申込書が必要な場合は、 ご連絡く だされば本会から送付いたします。

　 　 　 また、 下記のホームページ「 茨城県在宅保健師の会」 からダウンロード できます。

　 　 　（ ホームページアド レス） http s://w w w .ib a raki-ko kuho ren .o r.j p /cm s/za itaku _ ho ken_ ka i

国保連合会

保健事業課からの

お知らせ

茨城県在宅保健師の会　 入会案内

〒 310 -0 8 5 2　 茨城県水戸市笠原町 978-2 6　 茨城県市町村会館４ 階

茨城県国民健康保険団体連合会 保健事業課内　 　

TEL　 02 9 -3 0 1 -1 5 5 3　 　 メ ール　 j ig yo u@ ib a ra ki-ko kuho ren .o r.j p

茨城県在宅保健師の会

事務局

https://www.ibaraki-kokuhoren.or.jp/cms/zaitaku_hoken_kai
mailto:jigyou@ibaraki-kokuhoren.or.jp
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　「
最
近
、
お
腹
ま
わ
り
が
気
に
な
る
な

…
」、「
健
診
で
、
メ
タ
ボ
と
指
摘
さ
れ
た
」

と
い
う
方
は
、
生
活
習
慣
を
見
直
す
タ
イ

ミ
ン
グ
！
30
代
か
ら
日
常
の
消
費
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
へ
っ
て
く
る
た
め
、
同
じ
生
活
で

も
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
以

下
、
メ
タ
ボ
）
に
な
り
や
す
い
で
す
。

【
メ
タ
ボ
と
は
】

　
内
臓
肥
満
に
、
高
血
圧
・
高
血
糖
・
脂

質
代
謝
異
常
が
く
み
あ
わ
さ
っ
た
状
態
で

す
。
単
に
“
太
っ
て
い
る
〟
と
い
う
見
た

め
の
問
題
で
す
ま
な
い
の
が
、
怖
い
と
こ

ろ
。
ほ
っ
て
お
く
と
、
突
然
、
心
筋
梗
塞

で
倒
れ
る
・
・
・
な
ど
命
に
も
か
か
わ
る

危
険
信
号
で
す
。

　
一
方
、
早
め
に
気
づ
い
て
対
策
す
れ
ば
、

確
実
に
よ
く
な
り
ま
す
。
メ
タ
ボ
が
改
善

す
る
と
、
よ
く
眠
れ
る
、
膝
や
腰
の
痛
み

が
へ
る
な
ど
健
康
メ
リ
ッ
ト
も
得
ら
れ
ま

す
。

【
改
善
ポ
イ
ン
ト
】

　
メ
タ
ボ
に
な
る
に
は
訳
が
あ
り
ま
す
。

共
通
し
て
い
る
の
は
、
飲
み
す
ぎ
や
食
べ

す
ぎ
に
よ
る
カ
ロ
リ
ー
過
多
と
運
動
不

足
。
内
臓
脂
肪
を
へ
ら
す
こ
と
が
最
重
要

な
の
で
、
食
事
の
見
直
し
が
キ
ー
に
な
り

ま
す
。

　
ま
た
、
個
人
差
は
あ
り
ま
す
が
、
体
が

変
わ
る
に
は
、
３
～
６
か
月
か
か
り
ま
す
。

体
重
減
少
は
１
～
２
週
間
で
始
ま
り
ま
す

が
、
内
臓
脂
肪
が
へ
る
、
検
査
値
が
よ
く

な
る
に
は
２
～
３
ヵ
月
が
必
要
で
す
。

　
焦
ら
ず
、
期
間
を
も
う
け
て
取
り
く
み

ま
し
ょ
う
。
年
末
年
始
な
ど
食
べ
る
機
会

が
多
い
時
期
を
は
ず
し
て
計
画
を
た
て
る

と
よ
い
で
す
。

【
食
事
の
基
本
】

　
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
適
量
、
②
バ
ラ
ン
ス
、

③
食
べ
方
の
３
点
。
食
べ
方
と
は
、
時
間

帯
や
食
べ
る
速
さ
で
す
。

　
糖
質
の
完
全
カ
ッ
ト
な
ど
極
端
な
制

限
は
、
一
生
続
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ス
ト
レ

ス
に
も
な
り
悪
循
環
。
現
実
的
で
、
続
け

ら
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

　「
腹
八
分
目
」、「
和
食
」、「
野
菜
多
め
」

を
意
識
す
る
と
、
適
量
で
バ
ラ
ン
ス
よ
い

食
事
に
つ
な
が
り
ま
す
。
血
圧
が
高
い
方

は
、
う
す
味
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
腹
八
分
目
が
分
か
り
に
く
い
時
は
、
食

べ
る
量
を
今
よ
り
２
割
か
る
め
に
し
ま

し
ょ
う
。
ご
飯
茶
碗
や
お
皿
を
一
回
り
小

さ
く
す
る
と
、
視
覚
的
に
満
足
で
き
て
食

べ
す
ぎ
防
止
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
お
か
ず
を
大
皿
盛
り
で
シ
ェ
ア
す
る

と
、
つ
い
食
べ
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
。
適

量
に
慣
れ
る
ま
で
、
一
人
前
ず
つ
盛
り
つ

け
る
の
も
効
果
的
で
す
。
ま
た
、
食
べ
始

め
に
、
野
菜
や
ス
ー
プ
を
と
る
と
空
腹
感

が
お
ち
つ
き
、
適
量
で
満
足
で
き
る
方
が

多
い
で
す
。

　
ま
た
、
食
べ
る
時
間
を
か
え
る
だ
け
で

も
、
メ
タ
ボ
改
善
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
朝
食
は
、
起
き
て
か
ら
２
時
間
以
内
に

と
り
ま
し
ょ
う
。
夕
食
は
、
遅
く
て
も
21

時
ま
で
に
は
と
り
た
い
で
す
。
寝
る
２
時

間
前
ま
で
に
食
べ
お
え
る
と
ベ
ス
ト
！
お

や
つ
は
、
夕
食
後
は
Ｎ
Ｇ
。
と
る
な
ら
、

内
臓
脂
肪
が
つ
き
に
く
い
14
時
～
16
時

が
お
す
す
め
で
す
。

【
こ
ん
な
食
べ
方
し
て
い
ま
せ
ん
か
？
】

　
食
事
相
談
を
し
て
い
る
と
、
無
意
識

の
食
行
動
で
メ
タ
ボ
に
な
っ
て
い
る
方
が

い
ま
す
。
多
い
例
を
示
し
ま
す
（
表
１
）。

仕
事
が
忙
し
い
、
料
理
が
好
き
な
ど
の

背
景
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
環
境
を
か
え

る
の
は
難
し
い
で
す
し
、
好
き
な
こ
と
が

あ
る
の
は
よ
い
こ
と
で
す
。
自
分
の
状
況

に
あ
わ
せ
て
、
食
べ
方
や
作
り
方
を
ヘ
ル

シ
ー
に
工
夫
で
き
る
と
い
い
で
す
ね
。

【
カ
ロ
リ
ー
制
限
の
目
安
】

　
厳
し
す
ぎ
る
カ
ロ
リ
ー
制
限
は
、
続

き
ま
せ
ん
し
、
リ
バ
ウ
ン
ド
し
や
す
い
で

す
。
ま
ず
は
、
今
よ
り
１
日
に
２
０
０

～
３
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
（
１
週
間
で
１
，

５
０
０
～
２
，
０
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
）
減
ら

し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

月
に
約
１
㎏
減
量
で
き
、
半
年
後
に
は
マ

イ
ナ
ス
６
㎏
も
み
え
て
き
ま
す
。

メ
タ
ボ
予
防
＆
改
善
の
た
め
の
食
事

第
5
回
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マ
イ
ナ
ス
２
０
０
ｋ

ｃ
ａ
ｌ
の
例
を
示
し
ま
す

（
図
１
）。

　
ド
リ
ン
ク
は
、
無
糖
の

も
の
に
す
る
。
揚
げ
物
よ

り
、
焼
く
・
煮
る
・
蒸
す
料
理
を
選
ぶ
。

ご
飯
の
サ
イ
ズ
を
か
え
る
な
ど
で
す
。
外

食
で
は
、
注
文
時
に
「
ご
飯
は
軽
め
で
お

願
い
し
ま
す
」
と
伝
え
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。
何
か
１
つ
で
も
か
え
れ
ば
、
マ
イ
ナ

ス
２
０
０
ｋ
ｃ
ａ
ｌ
達
成
で
す
！

【
自
分
の
ペ
ー
ス
で
ト
ラ
イ
】

　
メ
タ
ボ
は
、
食
事
の
ク
セ
が
積
み
重

な
っ
た
結
果
で
す
。
一
度
に
全
部
を
変
え

る
と
、
誰
で
も
挫
折
し
や
す
い
で
す
。

　
完
璧
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
何
か
１

つ
で
も
見
直
せ
た
ら
ス
ゴ
イ
！
と
い
う
気

持
ち
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
失
敗
も
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
挑
戦
し
た
か
ら
こ

そ
の
学
び
。
次
は
違
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す

れ
ば
よ
い
こ
と
で
す
。
ト
ラ
イ
＆
エ
ラ
ー

し
な
が
ら
、
半
年
か
け
て
食
事
改
善
し
、

脱
・
メ
タ
ボ
し
た
方
の
例
を
示
し
ま
す
（
表

２
）。
１
人
で
悩
ま
ず
、
家
族
や
専
門
ス

タ
ッ
フ
の
サ
ポ
ー
ト
も
活
用
し
な
が
ら
、

あ
な
た
の
ペ
ー
ス
で
取
り
く
ん
で
く
だ
さ

い
。
応
援
し
て
い
ま
す
。

＊
医
師
の
指
示
が
あ
る
方
は
、
指
示
を
守

り
ま
し
ょ
う

株
式
会
社
フ
ロ
ー
ラ

代
表
取
締
役

管
理
栄
養
士
、
健
康
運
動
指
導
士

茨
城
県
栄
養
士
会

健
康
づ
く
り
、
ス
ポ
ー
ツ
栄
養
の
分
野
で
活
動
中

プロフィ ール

花
はな た に

谷 遊
ゆ う こ

雲子

図１ ： マイナス 200 kca l/ 日の例

＊外食、 社食、 コンビニでは、 栄養成分表示を参考にし まし ょ う

ジュースをお茶に！
（ 50 0m l）

唐揚げをサラダチキンに！ 毎食の大盛りを
ふつう 盛り に！

表 2： 食事の改善例

Befo re Afte r

朝食 菓子パン、 コーヒー サンド イッ チ、 ト マト ジュース

昼食
コンビニ弁当

（ 揚げ物、 洋食、 中華）
コンビニ弁当

（ 和食、 野菜入り のもの）

夕食 食べすぎ傾向 適量で満足

おやつ 甘いお菓子を頻繁に
ヨ ーグルト 、 ナッ ツ少量

甘いお菓子は、 たまのご褒美に

課　 題

対策案

はや食い

○麺、 丼より 、 定食をえらぶ

○口にも のが入っ ている時は、

お箸をおく 。 よく 噛む

○時計をみて、 15 分かけて食

べると 決める

ながら食い

○誰かと一緒にたべる

○いただきます、 ごちそう さ ま

と 声にだす（ 意識化する）

片付け食い

○食べる分だけつく る

○作り すぎたら、 明日のおかず

にまわす。 冷凍保存する

○おすそ分けする

つい作り

すぎてしまう

もったいないから、

食べちゃおう

食事どき、

パソコン・ スマホが

手放せないなぁ

カレーに

ラーメン、

牛丼だって

「 飲み物だ！」

表 1： メ タボを招く 食行動
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Ｑ
1

　
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
と
は
何
か
。

Ａ
1 

　
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
は
、
特
定
健
診
・
レ

セ
プ
ト
な
ど
の
健
康
・
医
療
情
報
を
活
用
し
、

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
い
て
保
健
事
業

を
効
果
的
・
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
の
計

画
で
す
。
現
在
市
町
村
医
療
保
険
者
で
は
、

第
3
期
計
画
（
令
和
6
年
度
～
令
和
11
年
度
）

に
基
づ
き
、
保
健
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
2

　
市
町
村
国
保
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
お
け

る
評
価
指
標
と
は
。

Ａ
2 

　
市
町
村
が
策
定
す
る
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

に
お
け
る
評
価
指
標
は
、
住
民
の
健
康
課
題

を
把
握
し
、
保
健
事
業
の
効
果
を
客
観
的
に

評
価
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
る
数
値
指
標
で

す
。

　
　 

　
第
3
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
よ
り
、
各
都

道
府
県
に
て
共
通
の
評
価
指
標
を
設
定
し
、

各
市
町
村
が
横
並
び
の
比
較
が
可
能
な
体
制

を
整
備
す
る
こ
と
と
な
り
、
茨
城
県
で
は
以

下
の
共
通
評
価
指
標
を
設
定
し
ま
し
た
。

Ｑ
3

　
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
中
間
評
価
と
は
。

Ａ
3 

　
第
3
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
は
令
和
6
年

度
～
令
和
11
年
度
の
6
年
計
画
と
な
り
ま
す

の
で
、
令
和
8
年
度
が
中
間
年
度
と
な
り
ま

す
。
計
画
前
半
の
取
組
状
況
を
客
観
的
に
振

り
返
り
、
成
果
と
課
題
を
整
理
し
、
後
半
の

取
組
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
た
め
の
改
善
に

つ
な
げ
る
こ
と
が
目
的
で
す
。
中
間
評
価
は
、

単
な
る
振
り
返
り
で
は
な
く
、
円
滑
に
進
ん

で
い
る
取
組
は
強
化
、
課
題
が
あ
る
取
組
は

改
善
、
必
要
に
応
じ
て
計
画
を
見
直
す
、
と

い
う
、
後
半
の
計
画
の
質
を
高
め
る
た
め
の

重
要
な
機
能
を
持
ち
ま
す
。

Ｑ
4

　
中
間
評
価
に
係
る
支
援
に
つ
い
て
。

Ａ
4 

　
茨
城
県
で
は
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
標

準
化
及
び
市
町
村
業
務
の
負
担
軽
減
の
た

め
、
県
と
茨
城
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

会
が
共
同
で
、
以
下
の
と
お
り
中
間
評
価
の

茨城県保健政策課国民健康保険室
市
町
村
国
保
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の

中

間

評

価

に

つ

い

て
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支
援
を
行
い
ま
す
。

　
　
・ 

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
中
間
評
価
に
お
け
る

共
通
様
式
の
配
布

　
　
・ 

研
修
会
開
催
（
中
間
評
価
の
概
要
、
共
通

様
式
記
入
方
法
等
）

　
　
・ 

共
通
様
式
を
基
に
支
援
・
評
価
委
員
会
に

て
助
言

　
　
・ 

Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
か
ら
県
共
通
評
価

指
標
が
出
力
で
き
る
よ
う
機
能
拡
張
（
拡

張
済
み
）

評価指標

算出方法

分母 分子

特
定
健
診

特定健康診査実施率 特定健康診査対象者数 特定健康診査受診者数

特定健康診査の

2 年連続受診者率

特定健康診査対象者数

（ ２ 年連続有資格者）

特定健康診査 2 年連続受診者

数

特
定
保
健
指
導

特定保健指導実施率 特定保健指導対象者数 特定保健指導終了者数

特定保健指導によ る 特定

保健指導対象者の減少率

昨年度の特定保健指導の利用

者数

分母のう ち、 今年度は特定保

健指導の対象者ではなく なっ

た者の数

重
症
化
予
防

HbA1c8.0 ％以上の 者の

う ち、 医療機関を 受診し

ていない者の割合

特定健康診査受診者のう ち、

HbA1c8.0 以上の検査結果が

ある 者の数

糖尿病受診レ セプト が確認で

き ない者の数

HbA1c8.0 ％以上の 者の

割合

特定健康診査受診者のう ち、

HbA1c の 検査結果が あ る 者

の数

HbA1c 8.0％以上の者の数
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バイ オ後続品をご存知ですか？

1 ． バイ オ後続品（ ＝バイ オシミ ラ ー） っ てなあに？

　 バイ オ後続品は、 先行バイ オ医薬品の特許が切れた後に、 他の製薬会社から 発売さ れる バイ オ医薬品です。

令和 8 年 4 月現在、 2 3 品目が承認さ れています。

　 バイ オ後続品はジェ ネリ ッ ク 医薬品であると も 受け取れますが、 同じ ではあり ません。 バイ オ後続品の有

効成分（ ＝治療の効果を 得るために必要な成分） であるタ ン パク 質は非常に複雑な構造を し ている ため 、 先

行バイ オ医薬品と 全く 同じ 有効成分を つく るこ と ができ ません 。 し かし 、 有効成分が完全に同じ ではなく と

も 、 厚生労働省が定めた基準で先行バイ オ医薬品と 同等の品質・ 有効性・ 安全性がある と 確認さ れた医薬品

ですので、 先発品と 同じ よ う にお使いいただけます。

2 ． バイ オ後続品を 使う と 、 どんなメ リ ッ ト があるの？

　 バイ オ後続品の値段は、 原則と し て先行バイ オ医薬品の 7 0 % と 、 比較的安価に設定さ れています。 その

ため、 経済的な理由で治療を ためら っ ていた患者さ んが治療を 受けやすく なっ たり 、 先行バイ オ医薬品を 使

用し ている 患者さ んの自己負担を 軽減でき る可能性があり ます 。 また、 日本全体の薬剤費を 抑制するこ と に

つながり 、 医療保険制度の維持に貢献でき ます。

3 ． 最後に

　 バイ オ医薬品を 使用し た治療を 行う 際、 品目によ っ てはバイ オ後続品を 使う と いう 選択を 考えてみません

か？

　 なお、 症状によっ ては使えないこ と も ある ※1 ため、 バイ オ後続品への変更を 検討し たい場合は、 かかり つ

けの医師や薬剤師にご相談下さ い。

※１ 　 医薬品は、 適応症以外に使用し よ う と する場合、 保険が適用さ れないおそれがあり ます。 特許の取得時期やバイ

オ後続品の開発状況によっ ては、 全ての適応症が先行バイ オ医薬品と 同一と は限り ません。

茨城県保健医療部医療局薬務課茨城県保健医療部医療局薬務課

薬 務 課 インフォメ ーショ ン薬 務 課 インフォメ ーショ ンインフォメ ーショ ン

バイ オ医薬品と は？

　 生物の力を 借り て作ら れたタ ン パク 質を 有効成分と し たお薬です。 糖尿病の治療に使用さ れる イ ン

スリ ン 注射薬、 関節リ ウマチ・ がんなど の治療に使用さ れる 抗体医薬品など があり ます。 化学反応を

利用し て作ら れる 医薬品より も 製造工程が複雑なため、 値段が高額になるこ と があり ます。

後発医薬品使用促進に

ついてのこ れまでの県

の取り 組みについて

（ 茨城県ホームページ）

↓
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国保連合会介護保険情報 介護保険課

　 介護保険法第 176 条第 3 項に基づき 、 介護サー

ビ ス 利用者や家族から の苦情・ 相談を 受け付け、

必要に応じ て調査・ 指導・ 助言を行いま す。

　 ま た、 利用者の権利擁護の観点から 、 介護サー

ビ ス の質を 一定の水準に保つためのチェ ッ ク 機能

と し ての役割を担い、 苦情申立に基づき 、 事業所

がよ り 良いサービ ス を 提供する ための改善策等を

検討し 、 事業所へ指導・ 助言を 行う こ と によ り 、

介護保険の適正な運用を図る こ と を目的と し てい

ま す。

国保連合会における苦情処理業務第1 回

国保連合会における苦情処理業務

　 今回は、 本会における 介護保険の苦情処理業務について紹介し ま す。

　 申立者から 提出さ れた苦情申立書の内容や、 相

談から 苦情申し 立てに至る 過程において、 その事

案が国保連合会において取り 扱う 事案かどう かを

振り 分ける 基準について、 主なも のを紹介し ま す。

（ 1）  介護保険法上の指定サービ ス であり 、 かつ介

護サービ ス の質に係る 事案を 対象と し ま す。

なお、 医療保険や障害福祉サービ ス 等は対象

外と なり ま す。

（ 2）  市町村で取り 扱う こ と が困難な事案（ 例えば、

利用者（ 被保険者） と 事業所所在地が異なる

市町村である 事案） が対象と なり ま す。

（ 3）  申立の事実があった日から 1 年以内の事案を

対象と し ま す。 なお、 1 年を 超えて経過し た

事案については、 調査が困難である ため相談

と し て取り 扱いま す。

（ 4）  顕名によ る 申し 立てを 対象と し 、 匿名によ る

申し 立ては相談と し て取り 扱いま す。

（ 5）  既に訴訟を 起こ し ている 事案、 訴訟が予定さ

れている 事案、 又は損害賠償など の責任確定

を求める 事案は、 対象外と し ていま す。

（ 6）  契約の法的有効性に関する 事案は、 対象外と

し ていま す。

（ 7）  他の申し 立てと 重複、 ある いは申立結果に対

する 不服である と 認めら れる 事案（ 例えば、

同一事案を 複数の相談窓口に申し 立てし てい

る 事案や、すでに市町村で対応し ている 事案）

は対象外と し ていま す。

　 こ れら の基準や申立内容を 検討し 、 国保連合

会での苦情処理の対象と なる かどう かの判断を行

い、 その後の処理を進めていま す。

国保連合会が苦情処理対象とする事案と対象外とする事案

　 国保連合会における 苦情処理の流れは、 次のと

おり と なり ま す。

（ 1）  苦情申立書が国保連合会へ届いた後、 その申

立理由や要件の確認（ 要件審査） を行いま す。

（ 2）  国保連合会が有する 介護サービ ス 苦情処理委

員会において、 調査の必要性や内容について

検討し ま す。

（ 3）  苦情申立書を受理し た後、 その申立内容に対

し 、 申立者に内容の確認及び必要な書類の提

出を求めま す。

（ 4）  介護サービ ス 苦情処理委員会において調査内

容を決定し 、事業者等へ調査を行いま す。（ 事

業所所在地の市町村職員に立ち合いをお願い

し ていま す。）

（ 5）  調査結果によ り 、 担当委員が改善の必要性や

内容等について検討し 、 介護サービ ス 苦情処

理委員会において改善すべき 事項等を決定し

た上で、事業者等へ指導・ 助言を行いま す。（ 事

業所所在地の市町村職員に立ち合いをお願い

し ていま す。）

（ 6）  指導・ 助言を行った後、 申立者へ苦情処理結

果を お知ら せし ま す。（ 苦情申立から こ こ ま

でおおむね 4 か月程度かかる 想定です。）

（ 7）  事業者等から 改善状況報告書を 受領し た後、

6 か月を目途に事業者等へ改善状況の確認を

行いま す。

（ 8）  県及び市町村へ苦情処理結果を通知し 、 一連

の処理が終了と なり ま す。

国保連合会で行う 苦情処理の流れ



後期高齢者医療広域連合通信

1 4茨城の国保 558

　 後期高齢者医療制度では、 公費が約５ 割、 現役世代からの支援金が約４ 割、 被保険者の後期高齢者

医療保険料が約１ 割を負担することにより 、 被保険者が受ける医療に係る給付等を行っています。

　 後期高齢者医療保険料率（ 均等割額・ 所得割率） は、都道府県単位で２ 年ごとに見直しが行われます。

また、令和８ 年度から従来の保険料（ 医療分）に加えて、子ども・子育て支援納付金分の保険料（ 子ども分）

が賦課されます。

令和 8 年度 令和 9 年度 令和 7 年度

（ 参考）

医療分医療分 子ども分 医療分 子ども分

保険料率
均等割額 49 ,5 0 0 円 1 ,4 0 0 円 4 9 ,5 0 0 円 未定※1 4 7 ,5 0 0 円

所得割率 9 .3 2％ 0 .2 8％ 9 .3 2％ 未定※1 9 .6 6％

保険料の賦課限度額（ 上限額） 85 万円 2 万 1 千円 85 万円 未定※1 8 0 万円

※１ 　 令和９ 年度の子ども分の保険料率及び賦課限度額は、 令和８ 年度中に決定し ます。

　 後期高齢者医療保険料は、 被保険者全員が負担する「 均等割額」 と 被保険者ごと の所得に応じ て負

担する「 所得割額」 を合計して、 個人単位で計算されます。

1 年間の

保険料額

＝

医療分　 均等割額

＋

医療分　 所得割額

49 ,5 0 0 円
（ 賦課のもととなる金額）

×　 所得割率（ 9 .3 2 % ）

＝

子ども分　 均等割額

＋

子ども分　 所得割額

1 ,4 0 0 円
（ 賦課のもととなる金額）

×　 所得割率（ 0 .2 8 % ）

※賦課のもと と なる金額 ＝ 総所得金額等 － 基礎控除額（ 下表参照）

※１ 年間の保険料額は、 医療分と 子ども分をそれぞれに計算（ 1 0 0 円未満の切捨て） し て合算し た金額となり ます。

※総所得金額等と は、前年の収入から必要経費（ 公的年金控除額や給与所得控除額など） を差し 引いたもので、社会保険料控除、

配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。 なお、 遺族年金や障害年金は、 収入に含みません。

＜参考＞

前年の合計所得金額 基礎控除額

2 ,4 0 0 万円以下の場合 43 万円

2 ,4 0 0 万円超から 2 ,4 5 0 万円以下の場合 29 万円

2 ,4 5 0 万円超から 2 ,5 0 0 万円以下の場合 15 万円

2 ,5 0 0 万円超の場合 　 0 円

令和８・ ９年度の後期高齢者医療保険料率について

個人ごとの保険料額の決めかた
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　 所得の少ない方（ 世帯） や後期高齢者医療制度に加入する前に「 会社などの健康保険（ 被用者保険）

の被扶養者」 であった方は、 保険料の均等割額が軽減さ れます。 令和８ 年度より ５ 割・ ２ 割の軽減判

定基準が改正されました。

1　 所得が低い方に対する均等割額の軽減

均等割額の軽減割合 世帯（ 被保険者と世帯主） の総所得金額等が次の基準の場合

7 割
［ 医療分は 7 .2 割］

43 万円 ＋「 10 万円 ×（ 給与所得者等の数－１ ）」 以下の世帯

5 割
43 万円 ＋「 10 万円 ×（ 給与所得者等の数－１ ）」 ＋「 31 万円 × 世帯の被

保険者数」 以下の世帯

2 割
43 万円 ＋「 10 万円 ×（ 給与所得者等の数－１ ）」 ＋「 57 万円 × 世帯の被

保険者数」 以下の世帯

※収入が公的年金の方は、 年金収入額から公的年金控除（ 年金収入額が 33 0 万円未満は 11 0 万円） を差し 引き、 6 5 歳以上の

方は、 さらに高齢者特別控除（ 15 万円） を差引いて判定し ます。

※給与所得者等の数と は、 給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数になり ます。

※保険料の賦課期日である４ 月１ 日（ 年度の途中で後期高齢者医療制度に加入し た方は資格取得日） の世帯状況で判定し ます。

2　 加入前に被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減

　 加入後、 2 年を経過する月までの間に限り均等割額が 5 割軽減され、 所得割額の負担はありません。

　 ※「 1　 所得が低い方に対する均等割額の軽減」 の対象となる場合は、 軽減割合が高い方が優先されます。

保険料の軽減について

茨城県後期高齢者医療広域連合
〒 311 -4 1 4 1 水戸市赤塚 1 丁目 1 番地ミ オス 1 階

総務課： 02 9 -3 0 9 -1 2 1 1　 　 事業課（ 保健事業係）： 02 9 -3 0 9 -1 2 1 2　 　 事業課（ 資格保険料係）： 0 2 9 -3 0 9 -1 2 1 3

給付課（ 給付第 1 係、 給付第 2 係）： 02 9 -3 0 9 -1 2 1 4　 　 会計室： 02 9 -3 0 9 -1 2 1 7　 　 FAX： 0 2 9 -3 0 9 -1 1 2 6

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ　 http s://w w w .ko u ik i-ib a rak i.j p /

令和８ 年８ 月以降の資格確認書等の交付に係るお知らせ

　 現在、 後期高齢者医療制度においては、 被保険者全員に令和8 年 7 月 31 日までの間、 資格

確認書を職権交付するという 暫定的な運用をしています。

　 このたび国の方針に変更があり、 マイナ保険証の利用促進の観点から、 令和 8 年 8 月 1 日か

ら令和 9 年 7 月 31 日までの期間につきましては、 下記の取り扱いとなり ます。

　 □ 85 歳以上の被保険者の方（ 令和 8 年 8 月 1 日時点）

　 　 手続きなしで、 7 月中に 85 歳以上の被保険者全員に資格確認書をお届けします。

　 □ 84 歳以下の被保険者の方（ 令和 8 年 8 月 1 日時点）

　 　 ①マイナ保険証を普段からご利用されている方※2

　 　 　 資格情報を簡易に確認できる「 資格情報のお知らせ」 をお届けします。

　 　 ②上記①以外の方

　 　 　「 資格確認書」 を手続きなしで 7 月中にお届けします。

※２ 　 マイナ保険証を普段からご利用されている方は以下の条件をと もに満たす方です。

　 　 　 ・ 過去１ 年間で 6 回以上マイナ保険証を利用さ れた方

　 　 　 ・ 概ね直近 3 か月以内にマイナ保険証を利用さ れた方
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る
人
し
か
デ
ー
タ
に
は
含

ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
毎
年
、
自
主
的
に

健
診
を
受
け
に
来
る
人
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
か
考
え
て
み
て

く
だ
さ
い
。
お
そ
ら
く
、
健
康
意
識
が
高
く
、
自
分
の
体
調
に

気
を
使
っ
て
い
る
人
が
多
く
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
健

康
意
識
の
高
い
人
が
特
定
保
健
指
導
の
対
象
に
選
ば
れ
た
り
、

悪
い
健
康
診
断
の
結
果
を
見
せ
ら
れ
た
り
し
た
ら
ど
う
す
る
で

し
ょ
う
か
。
自
主
的
に
健
康
状
態
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
で
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
デ
ー
タ
に
は
平
均
体
重
を
下
げ
よ
う

と
す
る
バ
イ
ア
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

な
の
で
、
保
健
指
導
が
ち
ゃ
ん
と
効
い
て
い
る
と
い
う
た
め

に
は
、
対
照
群
で
あ
る
保
健
指
導
を
受
け
て
い
な
い
人
達
の
体

重
の
前
後
差
（
図
１
：
青
の
両
矢
印
、
こ
こ
に
は
平
均
へ
の
回

帰
や
デ
ー
タ
の
バ
イ
ア
ス
の
影
響
が
含
ま
れ
ま
す
）
よ
り
も
、

介
入
群
で
あ
る
保
健
指
導
を
受
け
た
人
の
体
重
の
前
後
差
（
図

１
：
オ
レ
ン
ジ
の
両
矢
印
）
が
偶
然
と
は
考
え
に
く
い
ほ
ど
大

き
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
前
後
差
ど
う
し
を
比
較
し

て
差
が
あ
っ
た
と
き
─
つ
ま
り
差
の
差
が
あ
っ
た
と
き
、
初
め

て
本
当
に
差
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
。

も
う
一
つ
、
差
の
差
を
と
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
理
由
を
説

明
し
ま
す
。
以
下
に
示
す
の
は
、
あ
る
市
で
行
わ
れ
た
糖
尿
病

の
重
症
化
予
防
事
業
で
の
デ
ー
タ
に
な
り
ま
す
。
糖
尿
病
性
腎

症
と
い
っ
て
、
糖
尿
病
を
治
療
し
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

腎
臓
の
毛
細
血
管
が
詰
ま
っ
た
り
破
れ
た
り
し
て
腎
機
能
が
低

特
定
健
診
デ
ー
タ
分
析
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
用

い
た
特
定
保
健
指
導
に
お
け
る
効
果
の
評
価

第1回

8 0 .5

8 1 .0

8 1 .5

8 2 .0

8 2 .5

8 3 .0

8 3 .5

8 4 .0

8 4 .5

8 5 .0

8 5 .5

令和６ 年

8 5

8 4 .5

保健指導利用群

保健指導未利用群

令和 7 年

8 2

8 3 .5

体重の変化（ 仮想データ ）

■ 保健指導利用群　 　 ■ 保健指導未利用群

図１ 　 保健指導利用者・ 未利用者の体重の変化
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下
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
放
置
し
て
お
く
と
、
最
悪

の
場
合
腎
臓
が
全
く
働
か
な
く
な
り
、
腎
不
全
と
い
う
状
態
に

な
り
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
、
機
械
に
腎
臓
の
代
わ
り

を
し
て
も
ら
う
人
工
透
析
が
必
要
と
な
り
、
本
人
の
生
活
上
の

負
担
は
と
て
も
大
き
く
な
り
ま
す
し
、
国
や
都
道
府
県
に
も
大

き
な
医
療
費
の
負
担
が
か
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、こ
の
市
で
は
、

糖
尿
病
性
腎
症
2
期
の
人
た
ち
を
集
め
て
、
通
常
の
保
健
指
導

よ
り
も
手
厚
い
保
健
指
導
を
受
け
さ
せ
生
活
習
慣
を
改
善
さ
せ

て
、
少
し
で
も
腎
不
全
に
な
る
の
を
遅
ら
せ
よ
う
と
し
た
わ
け

で
す
（
糖
尿
病
性
腎
症
は
重
症
度
に
応
じ
て
1
─

5
期
に
分
類
さ

れ
ま
す
。
数
字
が
小
さ
い
ほ
う
が
症
状
は
軽
い
で
す
）。
腎
臓
の

機
能
は
ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
と
い
う
指
標
で
測
り
ま
す
。
教
科
書
的
に
は

こ
の
数
値
が
15
─

30
以
下
に
な
る
と
、
人
工
透
析
を
検
討
す
べ
き

だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

介
入
群
が
保
健
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
し
た
群
、
対
照

群
は
同
意
し
な
か
っ
た
群
で
す
。
つ
ま
り
、
や
る
気
が
あ
る
群

が
介
入
群
で
、
や
る
気
が
な
い
群
が
対
照
群
に
な
る
わ
け
で
、

比
べ
る
ま
で
も
な
く
介
入
群
に
い
い
結
果
が
出
そ
う
で
す
が
、

こ
の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
対
照
群
で
も
無
い
よ
り
は
あ
っ

た
ほ
う
が
良
い
の
で
す
。

で
は
、
さ
っ
そ
く
介
入
（
保
健
指
導
）
前
後
の
各
検
査
値
の

変
化
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
赤
い
数
字
が
介
入
群
の
結
果
と
な

り
ま
す
。
体
重
、
収
縮
期
血
圧
、
拡
張
期
血
圧
、
血
糖
値
が

減
少
し
、
保
健
指
導
に
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
見
て
み
る
と
、
肝
心
か
な
め
の
腎
機

能
ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
が
低
下
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
（
マ
イ
ナ
ス
2
．

9
3
4
）。
こ
こ
で
、
対
照
群
の
デ
ー
タ
が
な
か
っ
た
ら
、「
保

健
指
導
の
せ
い
で
腎
機
能
が
低
下
し
た
」
と
い
う
結
論
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
対
照
群
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
対

照
群
で
は
よ
り
大
き
く
ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
（
マ
イ
ナ
ス
3
．3
1
4
）。
つ
ま
り
、
ま
だ
保
健
指

導
が
失
敗
だ
っ
た
と
は
言
い
き
れ
ず
、「
悪
化
を
こ
の
程
度
で

食
い
止
め
た
」
と
い
え
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
の
で
、

最
終
的
な
評
価
は
赤
字
と
黒
字
の
前
後
差
ど
う
し
を
引
き
算
し
、

差
の
差
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

表
3
は
表
2
の
赤
の
前
後
差
と
黒
の
前
後
差
の
引
き
算
を
し

た
も
の
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
が
群
間
差

─
介
入
群
と
対
照
群

の
差
に
な
り
ま
す
。

有
意
確
率
は
こ
の
群

間
差
が
偶
然
に
生

じ
る
確
率
だ
と
思
っ

て
く
だ
さ
い
。
一
般

的
に
は
こ
の
確
率
が

5
％
を
下
回
る
と
、

差
は
偶
然
で
は
な
い

─
保
健
指
導
に
よ
っ

て
生
じ
た
差
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
検
査

値
を
順
番
に
見
て
み

ま
し
ょ
う
。
体
重
、

収
縮
期
血
圧
、
拡

張
期
血
圧
、
血
糖
値

に
偶
然
で
は
生
じ
え
な
い
く
ら
い
の
群
間
差
が
確
認
で
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
保
健
指
導
に
よ
っ
て
値
が
低
下
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
肝
心
の
ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
0
．3
8
0

ほ
ど
の
差
が
見
ら
れ
た
の
で
す
が
、
有
意
確
率
が
0
．8
0
5
で

あ
り
、
10
回
に
8
回
程
度
は
生
じ
る
差
、
偶
然
で
も
起
こ
り
う

る
程
度
の
差
し
か
生
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
り
、
保
健
指
導

に
よ
っ
て
悪
化
を
食
い
止
め
た
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
残
念
で
す
が
、
糖
尿
病
性
腎
症
2
期
か
ら
で
は
、

腎
機
能
は
な
か
な
か
回
復
し
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
事
業
に
参

加
し
た
人
数
が
少
な
か
っ
た
の
で
、
も
う
少
し
人
数
が
多
け
れ

ば
結
論
が
変
わ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
が
・
・
・
。

こ
の
事
業
の
結
果
は
さ
て
お
き
、
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
対
照
群

で
も
置
い
た
ほ
う
が
良
い
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
だ
け

た
で
し
ょ
う
か
。
完
治
や
改
善
が
見
込
め
な
い
、
悪
化
を
遅
ら

せ
る
よ
う
な
目
的
の
介
入
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
対
照
群
を
置

か
な
い
と
「
介
入
し
た
ら
悪
化
し
た
」
と
い
う
結
論
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
介
入
で
な
く
て
も
、
介
入

の
真
の
効
果
を
見
る
た
め
に
は
、
前
後
差
ど
う
し
を
比
較
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

こ
こ
ま
で
の
内
容
を
読
ま
れ
た
皆
さ
ん
は
「
言
っ
て
い
る
こ

と
は
分
か
る
け
ど
、
同
じ
こ
と
が
で
き
る
気
が
し
な
い
」、「
ｐ

値
と
か
言
わ
れ
て
も
、
ど
う
や
っ
て
計
算
す
れ
ば
い
い
の
か
見

当
も
つ
か
な
い
」
と
い
っ
た
感
想
を
持
た
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
私
の
元
上
司
で
あ
る
国
立

保
健
医
療
科
学
院
の
横
山
徹
爾
先
生
が
、
特
定
保
健
指
導
の
効

果
を
全
自
動
で
測
る
た
め
の
ツ
ー
ル
─
差
の
差
を
測
る
た
め
の

Ｅ
ｘ
ｃ
ｅ
ｌ
フ
ァ
イ
ル
を
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
回
以
降
、
そ

の
ツ
ー
ル
の
利
用
方
法
、
そ
し
て
ツ
ー
ル
が
出
力
し
た
結
果
の

読
み
方
に
つ
い
て
説
明
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

目
白
大
学
看
護
学
部

看
護
学
科
教
授

（
元
　
国
立
保
健
医
療
科
学
院

主
任
研
究
官
）

藤
井
　
仁

表１ 　 ベースライン（ 介入前の状態）

介入群
平均

標準偏差
対照群
平均

標準偏差

体重 63 .3 6 1 0 .8 6 5 8 .0 2 1 0 .8 9

収縮期血圧 13 6 .5 5 1 7 .4 1 1 2 8 .6 0 1 8 .4 7

拡張期血圧 78 .5 5 1 1 .4 4 7 0 .8 2 8 .4 9

eGFR 6 8 .8 3 1 9 .0 3 7 2 .0 3 1 2 .3 0

Hb A1c 7 .3 6 0 .8 5 7 .0 2 0 .7 3

表２ 　 介入前後の平均値の差

項目 群 n 平均値 標準偏差

体重差
介入群 100 -0 .8 3 9 1 .5 9 9

対照群 30 0 .4 5 6 2 .9 3 4

収縮期差
介入群 100 -6 .0 6 7 1 7 .5 8 4

対照群 30 2 .6 9 7 1 3 .3 5 8

拡張期差
介入群 100 -3 .4 0 3 1 1 .2 0 2

対照群 30 0 .4 4 3 5 .7 6 0

eGFR差
介入群 100 -2 .9 3 4 8 .7 6 9

対照群 30 -3 .3 1 4 1 2 .3 6 5

血糖値差
介入群 100 -0 .4 6 8 0 .4 0 8

対照群 30 -0 .0 7 0 0 .7 6 3

表 3　 前後差どう しの差－群間差－

平均値の差 有意確率（ 両側）

体重差 -1 .2 9 6 0 .0 1 9 ＊＊

収縮期差 -8 .7 6 4 0 .0 1 3
＊＊

拡張期差 -3 .8 4 7 0 .0 1 9 ＊＊

eGFR差 0 .3 8 0 0 .8 0 5

血糖値差 -0 .3 9 8 0 .0 0 2
＊＊
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第21回

KD B補完システムについてN o .5

笠
原
先
生
こ
ん
に
ち
は
。
Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ

ス
テ
ム
で
特
定
保
健
指
導
に
活
用
で
き
る

帳
票
が
あ
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
ん
で
す

が
、
ど
の
よ
う
な
帳
票
で
す
か
？

健
康
レ
ポ
ー
ト
の
こ
と
だ
ね
。
特
定
健
診

受
診
者
の
検
査
値
や
医
療
機
関
受
診
の
情

報
な
ど
か
ら
将
来
の
健
康
づ
く
り
に
向
け

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
盛
り
込
ん
だ
レ
ポ
ー
ト

だ
よ
。

そ
う
な
ん
で
す
ね
。
レ
ポ
ー
ト
は
ど
こ
か

ら
見
ら
れ
ま
す
か
？

ま
ず
は
、
Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
に
ロ
グ
イ
ン
し
て
み

よ
う
。

（
作
業
中
）

ロ
グ
イ
ン
で
き
ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
フ
ァ
イ
ル
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
ク
リ
ッ
ク
し

て
、
目
的
を
「
特
定
保
健
指
導
」
帳
票
種
別
「
健
康
レ

ポ
ー
ト
」
を
選
択
し
、
検
索
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
最
新
の

健
康
レ
ポ
ー
ト
を
今
回
は
デ
ス
ク
ト
ッ
プ
に
保
存
し
よ

う
。（
図
1
）

（
作
業
中
）

で
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
早
速
開
い
て
み
よ
う
。
Ｚ
ｉ
ｐ
フ
ァ
イ
ル
を

右
ク
リ
ッ
ク
し
て
「
す
べ
て
展
開
」
を
ク
リ
ッ
ク
し
て

開
く
よ
。（
図
2
）

図 1

図 2

図 3

展開先フォルダを任意で指定してく ださい。
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定
し
た
「
重
症
化
予
防
対
象
者
抽
出
条
件

シ
ー
ト
」
で
該
当
と
な
っ
た
人
な
ん
だ
。

健
康
レ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
少
し
分
か
っ
た

気
が
し
ま
す
。
健
康
レ
ポ
ー
ト
の
お
も
て

面
に
あ
る
健
康
レ
ー
ス
や
グ
ラ
フ
は
ど
の

よ
う
に
読
み
取
っ
て
い
く
ん
で
す
か
。

次
回
、
実
際
に
健
康
レ
ポ
ー
ト
を
開
い
て

健
康
レ
ー
ス
な
ど
の
詳
細
を
確
認
し
て
い

こ
う
。

ご不明な点がございましたら、 下記までEメ ール

や電話等でお問い合わせく ださ い。 操作支援を

ご希望の場合、 本会での個別支援や訪問支援を

実施しておりますのでお気軽にご連絡く ださい。

　 茨城県国民健康保険団体連合会

　 保健事業課　 保健事業係

　 TEL： ０ ２ ９ （ ３ ０ １ ） １ ５ ５ ３

　 FAX： ０ ２ ９ （ ３ ０ １ ） １ ５ ７ ５

　 Em a il： j ig yo u@ ib a raki-ko kuho ren.o r.j p

開
け
ま
し
た
。
先
生
、「
健
康
レ
ポ
ー
ト（
両

面
印
刷
）」
と
「
健
診
結
果
（
片
面
印
刷
）」

と
い
う
フ
ォ
ル
ダ
が
あ
り
ま
す
が
ど
う
違

う
ん
で
す
か
。（
図
3
）

「
健
康
レ
ポ
ー
ト
（
両
面
印
刷
）」
の
お
も

て
面
に
は
健
診
結
果
か
ら
読
み
取
れ
る
こ

と
や
、
生
活
習
慣
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
、

自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
の
状
況
、
お
知

ら
せ
が
載
っ
て
い
る
ん
だ
。（
図
4
）
う

ら
面
で
は
健
診
結
果
や
生
活
習
慣
に
関
す

る
質
問
票
回
答
の
経
年
推
移
が
確
認
で
き

る
よ
。（
図
5
）

「
健
診
結
果
（
片
面
印
刷
）」
の
フ
ォ
ル
ダ

に
は
、
糖
尿
病
・
高
血
圧
症
・
脂
質
異
常

症
す
べ
て
治
療
中
の
人
の
健
診
結
果
や
生

活
習
慣
に
関
す
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質
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回
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の
経
年
推

移
の
デ
ー
タ
が
入
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て
い
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よ
。
今
回
は
、

「
健
康
レ
ポ
ー
ト
（
両
面
印
刷
）」
を
確
認

し
て
み
よ
う
。

ク
リ
ッ
ク
し
ま
し
た
。
１
人
に
つ
き
１

フ
ァ
イ
ル
あ
る
ん
で
す
ね
。
保
険
者
番
号

と
名
前
の
間
に
漢
字
や
カ
タ
カ
ナ
が
あ
り

ま
す
が
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。

（
図
6
）

健
康
レ
ポ
ー
ト
は
活
用
場
面
を
想
定
し
て

対
象
者
が
重
症
化
予
防
や
特
定
保
健
指
導

な
ど
各
事
業
の
対
象
者
で
あ
る
か
を
フ
ァ

イ
ル
名
か
ら
判
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
ん
だ
。

そ
う
な
ん
で
す
ね
。
文
字
が
何
も
入
っ

て
い
な
い
人
と
複
数
入
っ
て
い
る
人
も
い

ま
す
ね
。
こ
れ
は
何
も
該

当
し
て
い
な
い
人
が
い
た

り
、
重
複
し
て
該
当
し
て

い
る
人
が
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
か
。

そ
の
と
お
り
！
フ
ァ
イ
ル

の
命
名
規
則
が
あ
る
か
ら

詳
し
く
は
図
7
を
見
て

ね
。
ち
な
み
に
「
重
」
の

凡
例
が
付
い
て
い
る
人
は

前
回
の
説
明
で
一
緒
に
設

KD Bシステムについての

お問い合わせはこちらまで

図 4　 おもて面

図 6

図 5　 う ら面

【 ファイル命名規則】

・ 健康レポート は、 受診者1 名につき 1 ファイルで提供

・ 市町村における活用場面を考慮し、 対象者が重症化予防や特定保健指導等の各事業の介入対

象であるか、 非対象であるかをファイル名から判別できるよう 、 次の命名規則により提供

　 　 保険者番号 _ [ 重症化フ ラ グ・ 階層化ステッ プ・ メ タ ボ区分 ]_ 氏名カナ _ 生年月日 _

ID .xlsx

　 　 　（ 凡例）

　 　 　 ・ 重： 重症化予防対象者抽出リスト 該当者

　 　 　 ・ 積： 積極的支援該当者

　 　 　 ・ 動： 動機付け支援該当者

　 　 　 ・ 服： 服薬のため情報提供者

　 　 　 ・ メ ： メ タボ該当者

　 　 　 ・ 予： メ タボ予備群該当者

　 　 　 　 ※凡例がない者は、 いずれにも該当しなかった者

　 　 　 例1） 凡例のない者の例

　 　 　 　 　 保険者番号： 12345678　 氏名： アイ　 ウエオ 01 さん

　 　 　 　 　 生年月日： 1952 年 02 月 02 日　 ID： 99999 99999

　 　 　 例 2） 重症化予防該当者、 積極的支援該当者、 メ タボ該当者である者の例

図 7
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■医療費の状況
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①被保険者数の推移 （ 人）

審 査 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

国 保 計 5 7 0 ,0 5 3 5 6 7 ,5 0 0 5 6 5 ,1 4 8 5 6 1 ,0 1 2 5 5 8 ,7 0 6 5 5 7 ,2 3 6 5 5 6 ,2 6 3 5 5 3 ,8 1 2 5 5 0 ,8 4 3 5 4 7 ,7 3 6 5 4 5 ,0 8 1 5 4 1 ,9 6 4

対前月差 6 ,4 5 2 -2 ,5 5 3 -2 ,3 5 2 -4 ,1 3 6 -2 ,3 0 6 -1 ,4 7 0 -9 7 3 -2 ,4 5 1 -2 ,9 6 9 -3 ,1 0 7 -2 ,6 5 5 -3 ,1 1 7

後期高齢者 4 8 2 ,4 9 9 4 8 3 ,5 4 0 4 8 4 ,5 3 3 4 8 5 ,6 8 1 4 8 6 ,8 7 0 4 8 7 ,9 3 0 4 8 8 ,9 1 8 4 8 9 ,8 9 1 4 9 0 ,7 7 9 4 9 2 ,7 2 7 4 9 3 ,8 9 7 4 9 5 ,0 8 0

対前月差 1 ,2 4 7 1 ,0 4 1 9 9 3 1 ,1 4 8 1 ,1 8 9 1 ,0 6 0 9 8 8 9 7 3 8 8 8 1 ,9 4 8 1 ,1 7 0 1 ,1 8 3

※被保険者マスタ より 作成。 各審査月の前月末現在の人数。

②件数の推移

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

 国　 保　 計 76 5 ,90 8 7 4 1 ,6 57 7 55 ,8 55 7 65 ,62 8 70 5 ,2 4 9 7 3 5 ,8 5 1 7 64 ,2 79 7 23 ,51 6 76 5 ,89 1 7 2 6 ,3 29 7 09 ,1 78 75 7 ,94 2

 後期高齢者 1 ,08 1 ,94 8 1 ,06 2 ,0 3 2 1 ,0 8 1 ,7 07 1 ,0 99 ,9 38 1 ,03 5 ,98 5 1 ,0 8 4 ,5 9 9 1 ,1 20 ,2 40 1 ,0 55 ,6 10 1 ,12 9 ,62 7 1 ,0 7 9 ,4 87 1 ,0 36 ,6 84 1 ,12 2 ,40 4

 対前年度比（ 国保計） 0 .9 5  0 .9 5  0 .9 7  0 .9 4  0 .9 4  0 .9 8  0 .9 6  0 .9 4  0 .9 4  0 .9 4  0 .9 7  0 .9 6  

 対前年度比（ 後期） 1 .0 3  1 .0 2  1 .0 4  1 .0 2  1 .0 1  1 .0 5  1 .0 3  1 .0 0  1 .0 3  1 .0 2  1 .0 2  1 .0 4  

③費用額の推移

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

 国　 保　 計 1 7 ,6 5 0 ,0 8 9 1 7 ,2 4 9 ,6 3 3 1 7 ,5 5 0 ,0 9 7 1 8 ,1 9 0 ,9 7 9 16 ,9 2 4 ,6 9 6 1 7 ,4 7 1 ,8 0 9 1 8 ,4 80 ,2 9 1 1 6 ,8 3 4 ,3 42 1 8 ,0 3 0 ,8 8 9 1 7 ,3 5 9 ,8 7 1 1 6 ,3 0 5 ,9 3 7 1 7 ,9 4 6 ,8 9 7

 後期高齢者 3 4 ,4 1 7 ,3 4 0 3 4 ,2 0 8 ,7 0 5 3 4 ,1 9 5 ,5 0 6 3 5 ,6 8 1 ,0 7 9 3 3 ,7 9 3 ,0 1 6 3 4 ,5 0 6 ,8 7 8 3 6 ,4 19 ,6 5 2 3 3 ,8 1 1 ,7 2 8 36 ,6 6 1 ,4 1 6 3 5 ,9 3 5 ,3 9 5 3 4 ,0 0 0 ,4 4 2 3 7 ,3 3 2 ,3 4 7

 対前年度比（ 国保計） 0 .9 8  0 .9 8  1 .0 2  0 .9 7  0 .9 9  1 .0 2  1 .0 0  0 .9 6  0 .9 9  0 .9 8  0 .9 9  1 .0 1  

 対前年度比（ 後期） 1 .0 4  1 .0 3  1 .0 5  1 .0 2  1 .0 2  1 .0 5  1 .0 5  1 .0 1  1 .0 5  1 .0 2  1 .0 5  1 .0 6  

④ 1 人当たり 費用額の推移（ ③／①）

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

 国　 保　 計 3 0 ,9 6 2 3 0 ,3 9 6 3 1 ,0 5 4 3 2 ,4 2 5 3 0 ,2 9 3 3 1 ,3 5 4 3 3 ,2 2 2 3 0 ,3 9 7 3 2 ,7 3 3 3 1 ,6 9 4 2 9 ,9 1 5 3 3 ,1 1 5

 後期高齢者 7 1 ,3 3 1 7 0 ,7 4 6 7 0 ,5 7 4 7 3 ,4 6 6 6 9 ,4 0 9 7 0 ,7 2 1 7 4 ,4 9 0 6 9 ,0 1 9 7 4 ,7 0 0 7 2 ,9 3 2 6 8 ,8 4 1 7 5 ,4 0 7

 対前年度比（ 国保計） 1 .0 2  1 .0 2  1 .0 6  1 .0 2  1 .0 3  1 .0 7  1 .0 3  1 .0 0  1 .0 3  1 .0 2  1 .0 3  1 .0 5  

 対前年度比（ 後期） 1 .0 1  1 .0 0  1 .0 2  1 .0 0  0 .9 9  1 .0 3  1 .0 2  0 .9 9  1 .0 2  0 .9 9  1 .0 2  1 .0 3  

⑤ 1 件当たり 費用額の推移（ ③／②）

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

 国　 保　 計 2 3 ,0 4 5 2 3 ,2 5 8 2 3 ,2 1 9 2 3 ,7 6 0 2 3 ,9 9 8 2 3 ,7 4 4 2 4 ,1 8 0 2 3 ,2 6 7 2 3 ,5 4 2 2 3 ,9 0 1 2 2 ,9 9 3 2 3 ,6 7 8

 後期高齢者 3 1 ,8 1 1 3 2 ,2 1 1 3 1 ,6 1 3 3 2 ,4 3 9 3 2 ,6 1 9 3 1 ,8 1 5 3 2 ,5 1 1 3 2 ,0 3 1 3 2 ,4 5 4 3 3 ,2 8 9 3 2 ,7 9 7 3 3 ,2 6 1

 対前年度比（ 国保計） 1 .0 2  1 .0 3  1 .0 4  1 .0 3  1 .0 5  1 .0 5  1 .0 4  1 .0 2  1 .0 5  1 .0 4  1 .0 2  1 .0 5  

 対前年度比（ 後期） 1 .0 2  1 .0 1  1 .0 1  1 .0 1  1 .0 1  1 .0 1  1 .0 2  1 .0 2  1 .0 1  1 .0 0  1 .0 3  1 .0 2  
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■介護保険の状況

①認定者数の推移 （ 人）

審 査 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

認 定 者 数 1 5 4 ,1 0 7  1 5 4 ,5 2 0  1 5 5 ,0 8 2  1 5 5 ,8 9 9  1 5 6 ,2 9 6  1 5 6 ,8 7 0  1 5 7 ,4 4 7  1 5 7 ,5 8 5  1 5 7 ,7 3 4  1 5 7 ,7 7 1  1 5 7 ,5 9 9  1 5 8 ,2 5 8  

対前月差 2 9 7  4 1 3  5 6 2  8 1 7  3 9 7  5 7 4  5 7 7  1 3 8  1 4 9  3 7  -1 7 2  6 5 9  

※認定者数は、 審査月の前月の（ サービス提供月） 末時点若し く はその月途中で資格喪失し た場合は直近の要支援、 要介護の認定者数である。

②受給者数の推移 （ 人）

審 査 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

受 給 者 数 1 3 9 ,6 7 3 1 4 0 ,5 7 7 1 4 1 ,3 6 3 1 4 2 ,1 0 3 1 4 1 ,2 1 0 1 4 2 ,3 9 4 1 4 3 ,2 8 6 1 4 3 ,5 7 4 1 4 3 ,9 8 1 1 4 3 ,1 3 8 1 4 2 ,2 0 8 1 4 3 ,5 4 6

対前月差 3 2 6  9 0 4  7 8 6  7 4 0  -8 9 3  1 ,1 8 4  8 9 2  2 8 8  4 0 7  -8 4 3  -9 3 0  1 ,3 3 8  

※受給者数は、 認定者のう ち、 現物給付を 受けた人数であり 、 明細書を 被保険者番号で名寄せし た件数。

③費用額の推移

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

 費用額 2 1 ,9 2 4 ,0 9 4 22 ,5 7 9 ,9 3 8 2 2 ,0 9 2 ,4 9 9 2 2 ,8 5 9 ,5 7 2 2 2 ,2 8 5 ,2 9 6 2 2 ,4 0 8 ,1 7 0 2 2 ,9 2 0 ,0 3 5 2 2 ,2 0 0 ,9 8 4 2 2 ,7 6 3 ,3 2 0 2 2 ,3 1 4 ,5 6 6 2 0 ,8 5 2 ,1 8 2 2 2 ,8 3 6 ,2 0 8
 対前年度比 1 .0 3  1 .0 2  1 .0 3  1 .0 2  1 .0 1  1 .0 3  1 .0 1  1 .0 1  1 .0 3  1 .0 3  1 .0 2  1 .0 3  

※費用額と は保険給付額、 総合事業費、 公費負担額、 利用者負担額、 特定入所者介護サービス費等費用額を合計し た 額（ 食事提供費含む） である。

④ 1 人当たり 費用額の推移（ ③／②）

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

 1人当たり 費用額 1 5 6 ,9 6 7 1 6 0 ,6 2 3 1 5 6 ,2 8 2 1 6 0 ,8 6 6 1 5 7 ,8 1 7 1 5 7 ,3 6 7 1 5 9 ,9 6 0 1 5 4 ,6 3 1 1 5 8 ,0 9 9 1 5 5 ,8 9 5 1 4 6 ,6 3 2 1 5 9 ,0 8 6
 対前年度比 1 .0 1  1 .0 0  1 .0 1  0 .9 9  0 .9 9  1 .0 0  0 .9 9  0 .9 9  1 .0 0  1 .0 0  0 .9 9  1 .0 0  

①件数の推移 （ 件）

審 査 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

障 害 者 3 5 ,7 8 9 3 6 ,0 5 1 3 6 ,4 6 6 3 6 ,2 5 1 3 6 ,3 4 4 3 7 ,3 5 8 3 6 ,4 6 3 3 6 ,6 0 0 3 6 ,9 8 8 3 6 ,4 3 5 3 6 ,7 4 4 3 8 ,3 0 7

対前月差 -4 5 4 2 6 2 4 1 5 -2 1 5 9 3 1 ,0 1 4 -8 9 5 1 3 7 3 8 8 -5 5 3 3 0 9 1 ,5 6 3

障 害 児 1 9 ,4 5 6 1 9 ,1 4 0 1 9 ,6 2 6 1 9 ,8 0 6 1 9 ,8 0 4 2 0 ,8 4 0 2 0 ,3 8 9 2 0 ,6 7 9 2 0 ,9 4 6 2 1 ,0 7 7 2 1 ,2 0 2 2 2 ,2 5 0

対前月差 -9 9 0 -3 1 6 4 8 6 1 8 0 -2 1 ,0 3 6 -4 5 1 2 9 0 2 6 7 1 3 1 1 2 5 1 ,0 4 8

②費用額の推移

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

 障害者 6 ,0 77 ,73 5 6 ,27 9 ,8 0 6 6 ,1 6 7 ,2 10 6 ,3 80 ,6 21 6 ,12 3 ,83 9 6 ,19 5 ,2 1 3 6 ,4 78 ,6 85 6 ,0 63 ,7 66 6 ,43 2 ,3 3 9 6 ,29 6 ,8 9 2 5 ,8 71 ,4 51 6 ,6 21 ,10 5

 障害児 1 ,68 4 ,78 1 1 ,6 7 4 ,0 47 1 ,7 3 0 ,1 22 1 ,8 75 ,3 07 1 ,73 3 ,87 5 1 ,78 9 ,7 6 5 1 ,8 44 ,16 9 1 ,62 9 ,41 9 1 ,79 7 ,17 2 1 ,7 4 8 ,6 23 1 ,6 57 ,7 55 1 ,9 50 ,87 7
 対前年度比（ 障害者） 1 .1 1  1 .0 7  1 .1 0  1 .0 8  1 .0 6  1 .0 8  1 .0 8  1 .0 5  1 .1 0  1 .0 9  1 .0 8  1 .1 0  
 対前年度比（ 障害児） 1 .1 9  1 .0 8  1 .1 3  1 .1 1  1 .1 0  1 .1 3  1 .1 1  1 .0 2  1 .1 5  1 .1 2  1 .0 7  1 .1 4  

③ 1 件当たり 費用額の推移（ ②／①）

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 R8 /1 月 2 月 3 月 4 月

 障害者 1 6 9 ,8 2 1 1 7 4 ,1 9 2 1 6 9 ,1 2 2 1 7 6 ,0 1 2 1 6 8 ,4 9 7 1 6 5 ,8 3 4 1 7 7 ,6 7 8 1 6 5 ,6 7 7 1 7 3 ,9 0 3 1 7 2 ,8 2 5 1 5 9 ,7 9 3 1 7 2 ,8 4 3

 障害児 8 6 ,5 9 4 8 7 ,4 6 3 8 8 ,1 5 5 9 4 ,6 8 4 8 7 ,5 5 2 8 5 ,8 8 1 9 0 ,4 4 9 7 8 ,7 9 6 8 5 ,8 0 0 8 2 ,9 6 4 7 8 ,1 8 9 8 7 ,6 8 0
 対前年度比（ 障害者） 1 .0 5  1 .0 4  1 .0 5  1 .0 3  1 .0 1  1 .0 4  1 .0 2  0 .9 9  1 .0 4  1 .0 4  1 .0 2  1 .0 4  
 対前年度比（ 障害児） 1 .0 5  1 .0 3  1 .0 5  1 .0 3  1 .0 0  1 .0 5  1 .0 2  0 .9 4  1 .0 4  1 .0 2  0 .9 6  1 .0 5  

■障害者総合支援給付費の状況
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第三者行為の交通事故の事例を

Ｑ＆Ａ でご紹介いたします。

委任する際のご参考にしてく ださい。

（ 1 ） 自賠責保険へ求償する場合

　 同乗し ていた車の運転者である夫を加害者と し て、 夫が加入し ている自賠責保険に求償す

るこ と は可能です。 ただし 、 車の所有者が妻、 又は、 妻が日常的に運転し ている場合には運

行供用者と なり 、「 他人」 に該当し ないため求償対象外となり ます。

夫が運転し ていた車が誤って自損（ 自爆） 事故を起こし、 その車に同乗し てい

た妻がケガをし まし た。 妻の治療費を求償することは可能ですか。Q 1

求償先により ます。A1

＜参　 考＞

①　 自賠責保険（ 共済） の適用対象と なるためには、 妻が当該車（ 事故車） について「 他人」 に該

当することが要件と なり ます。「 他人」 とは、 原則とし て「 運行供用者（ 自己のために自動車を運

行の用に供する者）」、「 運転者（ 運転補助者）」 以外の人をいいます。 一般に「 運行供用者」 とは、

その自動車の運行に関する支配権を有し 運行による利益が帰属する人のこと をいう ものと 解さ れ

ています。 所有者等は「 運行供用者」 に該当するため、 基本的に自賠責保険（ 共済） の適用対象

とはなり ません。

　 　 また、 車の所有者の名義人が夫でも、 実際には妻がその車を運転すること がある場合は、 適用

対象とならない可能性があり ます。

②　 ケガをし た本人が人身傷害保険（ 人傷） を契約し ていれば補償の対象になり ますが、 保険給付

した治療費等については、 傷害保険のため求償対象外となり ます。

　 ※人身傷害保険（ 人傷） は、 契約車両に乗っている人（ 運転手を含む） が交通事故で死傷した場合、 過失割合

に関係なく 実際の損害額が補償されています。

（ 2 ） 任意保険（ 対人賠償責任保険） へ求償する場合

　 車両を運転中の者、 又は、 その父母、 配偶者若し く は子は、 契約の内容において補償外と

していること から求償対象外と なり ます。

第三者の交通事故を原因と する補装具（ 福祉用具） の申請があった場合、 給付

額を求償することは可能ですか。Q 2

委任する場合、 通常の委任書類に加え以下の 3 点を提出し ていただく 必要があり ます。

①医師の指示書（ 補装具使用の理由）

②領収書（ 補装具代）

③支払額決定通知書（ 保険者から患者へ払ったもの）

求償対象となり ます。A2

第三者行為

TEL. 0 2 9 -3 0 1 -1 5 5 4

M a il : sie n-kyusyo u@ ib a ra k i-ko kuho ren .o r. j p
国保連合会　 保険者支援課　 求償係

mailto:sien-kyusyou@ibaraki-kokuhoren.or.jp
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3月4月5月

令和8年度国保データベース（ KDB）システム

等操作研修会（ 新任者向け）
―4/27（ 月）、 4/28（ 火 )

　 令和 8 年

度に保健事

業の担当と

なった職員

を対象に、 保険者における 保健事業が効率的・ 効果

的に実施できるよう 、 KDB システム・ KDB 補完シス

テムの概要及び基本操作を理解することを目的に P C

を使用した研修を行った。

令和8年度国保連合会支部常任幹事

連絡協議会 ―4/28（ 火）

　 令和 8 年度

の各支部運営

に係る「 支部

配当金関係」、

「 国保連合会における各種委員会及び委員について」、

「 各支部における 研修会の内容等について」 を説明し

た。

KDB補完システム操作研修会 ―3/3（ 火）・ 4（ 水）

　 市町村の担当者を対

象に、 KDB 補完シ ス

テム「 KDB Expander」

で出力でき る 「 健康レ

ポート 」、「 みなし 健診

対象者一覧」、「 重症化予防対象者一覧」 や「 共通評価指標」

について説明し 、 P C を使用し た研修を行った。

　

令和7年度第２回茨城県国民健康保険団体連合会

保健事業支援・ 評価委員会 ―3/10（ 火）

　 標記委員会を 開

催し 、 報告事項と

し て国保中央会主

催の「 令和 7 年度

『 国保連合会保健

事業支援・ 評価委員会』 報告会について」、「 令和 7 年度国保・

後期高齢者ヘルス サポート 事業支援結果について」 を 説明

し た。 ま た、 協議事項と し て「 令和 8 年度国保・ 後期高齢

者ヘルス サポート 事業に係る 支援について」、「 茨城県デー

タ ベース 計画中間評価の様式について」 を協議し た。

3
（ 火）

Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
操
作
研
修
会

本
会
審
査
委
員
会
室

4
（ 水）

Ｋ
Ｄ
Ｂ
補
完
シ
ス
テ
ム
操
作
研
修
会

本
会
審
査
委
員
会
室

1 0
（ 火）

令
和
７
年
度
第
２
回
茨
城
県
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
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健
事
業
支
援
・
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会

本
会
第
一
会
議
室

1 5
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令
和
8
年
度
茨
城
県
医
療
福
祉
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会
総
会

（
W
e
b
開
催
）

本
会
第
一
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議
室
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令
和
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年
度
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）

シ
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等
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作
研
修
会
（
初
任
者
向
け
）

本
会
審
査
委
員
会
室

2 8
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令
和
８
年
度
国
保
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）

シ
ス
テ
ム
等
操
作
研
修
会
（
初
任
者
向
け
）
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会
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部
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任
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連
絡
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議
会

本
会
第
一
会
議
室

1 2
（ 火）

令
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8
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保
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会
議
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本会のダイヤルイン及び各課主要業務です。 本会へお問い合わせする際にご活用く ださい。

課名 係名 電話番号 主要業務

総務課

総務企画係 1 5 5 0
会務運営の企画及び調整に関すること。 総会及び役員会に関

すること。 支部事業に関すること 。 関係団体との連絡調整に

関すること。

財務係 1 5 5 5
予算の編成及び予算の執行に関すること 。 財産の取得、管理、

処分に関すること 。

職員係 1 5 5 0
職員の給与、 勤務条件及び給与計算に関すること。 職員の研

修、 福利厚生に関すること。

会計課 出納係 1 5 5 1
予算の収支及び決算に関すること 。 資金運用に関すること 。

監査及び出納検査に関すること。

保健事業課

保健事業係
1 5 5 3

保健事業に関すること。 国保データベースシステム・ KD B 補

完システムの運用管理に関すること 。 特定健康診査受診率向

上事業に関すること。 保険者協議会に関すること。

1 5 7 0 茨城県保健師等人材育成研修等業務に関すること。

広報統計・ 調整係 1 5 5 2
広報、 育成指導に関すること。 保険料（ 税） 収納率向上対策

の支援事業に関すること。国保診療施設協議会に関すること。

情報システム課

情報管理係 1 5 5 6
IT 施策の企画、 調整及び推進に関すること。 情報システム及

びネット ワーク環境の維持管理に関すること。

システム運用係 1 5 6 8
国保総合システム等の運用に関すること。 保険者事務共同電

算処理業務に関すること。

請求支払係 1 5 5 6
診療報酬等の審査支払業務等の調整に関すること 。 診療報

酬等の調定及び支払計画に関すること 。 保険者間調整に関す

ること 。

審査管理課

審査企画係 1 5 5 8
診療報酬等の審査支払業務等の企画に関すること。 診療報

酬審査委員会に関すること。 診療報酬における審査事務の効

率化・ 高度化に関すること。

療養費係 1 5 5 9 療養費の審査支払等に関すること。

業務支援係 1 5 5 7
妊婦・ 乳児健康診査委託料の審査支払事務に関すること 。

出産育児一時金等の支払事務に関すること 。 特定健康診査・

特定保健指導等費用の請求支払に関すること。

審査第一課
第一、 二、 三 係

1 5 6 1
診療報酬（ 医科） の審査支払事務に関すること。

過誤・ 再審査係 診療報酬等の過誤調整・ 再審査 に関すること。

審査第二課 第一、 二、 三 係 1 5 6 3 診療報酬（ 医科） の審査支払事務に関すること。

審査第三課
第一、 二係 1 5 6 4

診療報酬（ 歯科） の審査支払事務に関すること。 後期高齢者歯

科健康診査委託料の支払及び結果情報入力業務に関すること。

第三係 1 5 6 0 調剤報酬の審査支払事務に関すること。

介護保険課

介護保険係（ 苦情） 1 5 6 5
介護給付費及び介護予防・ 日常生活支援総合事業費等の審

査支払事務に関すること 。
〃（ 介護請求事業所） 1 5 6 7

〃（ 市町村） 1 5 6 9

障害福祉係 1 5 6 6
障害介護給付費及び障害児介護給付費等審査支払事務に関

すること 。

保険者支援課
求 償 係 1 5 5 4 第三者行為損害賠償求償事務に関すること 。

レセプト 点検係 1 5 6 2 レセプト 二次点検の事務処理に関すること。

本会のダイヤルイン及び
各課主要業務について

※共通番号　 029 -3 0 1 -〇〇〇〇
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7 月 7 日（ 火） 令和8 年第3 回理事会

7 月2 8 日（ 火） 令和8 年第2 回通常総会

8 月予定 令和8 年度第2 回出納検査

令和8 年度国民健康保険料（ 税） 事務研修会

　 いわゆる広報誌や季刊誌と いう も のは、（ 方向性や業種、 タ ーゲッ ト などにも よ

り ますが） ある 程度一足先の季節を 意識し た内容にし なければなり ません。 今回の夏

号は、 まさ に「 リ アルタ イ ムに制作中」 と いう 感覚でし た。 まだまだ夏は先かと 思い

ながら ゆっ たり 構えていたら 、5 月だと いう のに夏真っ 盛り のよう な急激な気温の上昇。

一体地球はどう なっ てし まう のでし ょ う か。

　 まあ、 心配事は尽き ませんが、 と り あえず暑さ で運動量が減る と 思われる ので、 今

号のメ タ ボ予防を 参考にし つつ、 特産品のレ シピ を 参考に、 英気を 養えるおいし い料

理をつく っ てみよう かな、 と 思います。（ ピッ ト ゥ ン）

〇保険料（ 税） 適正算定マ ニュ ア ル（ 試算シ

ステム） について

　 国保中央会のホームページから 無償でダウ

ン ロ ード でき、 通常のパソ コ ン で保険料（ 税）

の賦課シミ ュ レ ーショ ン ができ る システ ムで

す。

〇システムの特徴

・ 現状の賦課状況分析が可能

・ 保険料（ 税） 率改正によ る 影響の比較分析

が可能

・ シミ ュ レ ーショ ン結果の出力が可能

　 ※エク セルデータ での出力

お 知 ら せ

〈〈  保険料（ 税） 適正算定マニュ アル
（ 試算システム） のご紹介 〉〉

〇本会での操作支援について

　 担当職員がシステムの基本的な操作手順に

ついて説明に伺います。

＜最近の推移＞

　 国保中央会によ る、 こ ども ・ 子育て支援金

に係る システム改修版（ Ver.8 .0 0 ） が、 令和

７ 年 1 2 月 2 5 日から リ リ ースし ています。

　 また、 本会では７ 月中旬ごろ に、 Ver.8 .0 0

での「 個別支援」 についての通知を 送付予定

です。

国保料（ 税）

試算システム起動

あん分立計算

プログラ ム

適正賦課検算

プログラ ム

ループ計算

プログラ ム

帳票出力
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株式会社 ライズファクト リー お問合せ・ お見積り・見本のご希望などは、お気軽に下記へご連絡ください。

0 3 -3 2 8 8 -0 0 9 9TEL 0 3 -3 2 8 8 -0 0 9 7FA X in fo @ r is e f a c to r y.c o . j pM A IL

見本の送付を 承っ ており ます。 下記よ り お申し 付けく ださ い。

注目の
最新リ ーフ レット のご 案内

〒1 0 2 -0 0 7 2   東京都千代田区飯田橋 2 -1 -4   ITビル6 F

医 療 費 適 正 化

マイ ナ保険証保険税 外国籍の方へ

A4 判・ 全4 ぺージ

オールカラ ー 

定価 ：  5 0 円（ 税別）

安心な医療を 未来へつなごう！

こ ども の医療と
ジェ ネリッ ク 医薬品

A4 判・ ペラ 表裏

オールカラ ー 

定価 ： 各 3 5 円（ 税別）

「 子ど も ・ 子育て支
援金制度」がはじ ま
り まし た

A4 判・ ペラ 表裏

オールカラ ー 

定価 ：  3 5 円（ 税別）

ま だ マ イ ナ保険証を
利用し ていない方へ

A4 判・ ペラ 表裏

オールカラ ー 

定価 ：  3 5 円（ 税別）

日本での在留期間が
3 ヵ 月を超える外国籍の方へ

　国民健康保険に
加入し てく ださ い

A4 判・ ペラ 表裏

オールカラ ー 

定価 ： 3 5 円（ 税別）

正し く 知っ ておき まし ょ う

バイ オシミ ラ ーと
いう 薬のこ と

B6 変型判

(1 8 2 ｍｍ×1 0 2 ｍｍ)

全8 ページ(観音折)

オールカラ ー 

定価 ： 4 5 円（ 税別）

知っ て安心！かし こ く 節約！

薬の気になるギモン
にお答えし ます

h ttp s ://w w w . r i s e f a c to r y .c o . j p /
商品の詳し い情報はホームページを ご覧く ださ い。

日英併記
　 ●国保用　  ●国保組合用

自動翻訳 総ルビ版

0 1 2 0 -1 0 2 5 2 5  ●ホームページアド レ ス ●　 http： //w w w .tkhs .c o .jp/

お問い合わせ・ ご注文は電話またはFAXで

〒1 1 3 -0 0 2 1 　 東京都文京区本駒込2 丁目2 9 番2 2 号
電話（ 0 3 ） 5 9 7 7 -0 3 0 0 　 FA X（ 0 3 ） 5 9 7 7 -0 3 1 1

こ の他にも ●健康づく り 事業●高齢者対策事業●制度の趣旨普及●医療費の適正化●収納率向上、 等お手伝いいたし ま す。

東京法規出版　 パンフ レッ ト のご案内です！

特定健診・ 特定保健指導の周知に

熱中症対策に

女性のための
健診結果ガイド ブック

コ ツコ ツ 続けて
マイ ナス 2 k g 2 c m

A4 判
表紙共1 6 頁
カラ ー

定価1 7 0 円

監修／帝京大学

臨床研究センタ ー

顧問　

寺本内科歯科

ク リ ニック 内科

院長　 寺本民生

HE3 2 0 9 8 0

A4 判
表紙共4 頁
カラ ー

定価5 0 円

HE1 5 5 1 3 0

今から 始める

夏に負けない体づく り

A4 判
表紙共8 頁
カラ ー

定価9 0 円

HE4 4 1 2 0 0

監修／
産業医科大学

学長
堀江正知

監修／帝京大学

臨床研究センタ ー

顧問　

寺本内科歯科

ク リ ニック 内科

院長　 寺本民生

監修／帝京大学

臨床研究センタ ー

顧問　

寺本内科歯科

ク リ ニッ ク 内科

院長　 寺本民生

監修／帝京大学

臨床研究センタ ー

顧問　

寺本内科歯科

クリ ニック 内科

院長　 寺本民生

A4 判
表紙共4 頁
カラ ー

定価5 0 円

HE1 5 5 1 4 0

熱中症から シニアの
あなたを守る 3 つの

合言葉

監修／
産業医科大学
学長
堀江正知

後期高齢者の皆様へ 高額療養費

A4 判
表紙共4 頁
カラ ー

定価5 0 円

HE3 2 0 9 7 0

後期高齢者健診で
血糖値が高かったあなたへ

後期高齢者健診で
血圧値が高かったあなたへ

A4 判
表紙共4 頁
カラ ー

定価5 0 円

HE3 2 0 9 6 0

A4 判
表紙共4 頁
カラ ー

定価5 0 円

KH0 1 5 2 3 0

ご存じですか

高額療養費のこ と

異常を逃さ ずチェッ ク！ 
健診結果

A4 判
表紙共4 頁
カラ ー

定価5 0 円

HE3 2 0 9 5 0

A4 判
表紙共6 頁
巻き 三つ折
カラ ー

定価7 5 円

HE3 2 0 9 4 0

受ける と お得！
特定保健指導

A4 判
表紙共4 頁
カラ ー

定価5 0 円

HE4 4 1 2 1 0

しっかり チェック！
健診結果

mailto:info@risefactory.co.jp
https://www.risefactory.co.jp/
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社会保険出版社株式
会社

社会保険出版社 検索 大阪
支局

名古屋
支局

九州
支局

■A5 判／ 9 0 0 頁1 色
■改訂3 0 版

1 1 2 0 5 4

■A4 判／ 4 0 0 頁2 色・ 1 色
■改訂1 9 版

1 1 1 0 6 3

後期高齢者医療制度
担当者ハンド ブッ ク 2 0 2 6

■A5 判／ 2 0 0 頁1 色
■改訂3 2 版

1 1 2 0 8 4

運営協議会委員のための 

国民健康保険必携2 0 2 6
国保担当者ハンド ブック
2 0 2 6

定価 4 ,620円
(本体 4 ,200円＋税)

定価 3 ,080円
(本体 2 ,800円＋税)

定価 4 ,840円
(本体 4,400円＋税)

ご 担当者向け書籍

出 版 物 の ご 案 内出 版 物 の ご 案 内出 版 物 の ご 案 内出 版 物 の ご 案 内出 版 物 の ご 案 内出 版 物 の ご 案 内 多部数の配布をご検討により見本をご希望
の際は、無償で送付いたします（ 書籍を除く ）。見本進呈

茨城のこく ほ　 2 0 2 6 年6 月号

2 0 2 6 年度版
7 月発行

2 0 2 6 年度版
7 月発行

2 0 2 6 年度版
7 月発行

郵送好適サイ ズ

郵送好適サイ ズ

新刊

最新刊 リ ーフ レッ ト

新刊 新刊

国 保 版

■A6 変型判／ 2 頁カ ラ ー・ １ 色
■シールサイ ズ

4 6 2 0 2 3〈 5 m m ×1 5 m m ／ 1 4 m m ×3 3 m m 〉
4 6 2 0 1 3〈 9 m m ×1 8 m m ／ 1 4 m m ×2 7 m m 〉

貼って伝えよう！
ジェ ネリッ ク 医薬品
希望シール

本体  各45 円＋税

ジェ ネリッ ク 医薬品の普及に

■B6 変型判／ 2 0 頁カラ ー

8 1 0 0 3 7

あなたのく らし を支えます！

こく ほのし おり

本体  65 円＋税

国保制度の普及・ 啓発に

【 令和8 年6 月末発行予定】
■A4 判／ 4 頁カ ラ ー

8 2 0 0 5 3 国保組合版7 6 2 0 5 1 シール1 2 枚4 6 2 0 2 3 シール8 枚4 6 2 0 1 3

令和8 年8 月から
高額療養費が
変わり ます

本体  各40 円＋税

高額療養費制度の改正周知に



発　 行／令和 8 年 6 月 住　 所／水戸市笠原町 978 番 26

発行所／茨城県国民健康保険団体連合会 電　 話／ 029-3 0 1 -1 5 5 0 （ 代）茨城の国保　 20 2 6年夏号

　 村の特産品であるさ つまいもを使った食物繊維が豊富な和風グラタ ンで

す。 きのこの香り と ツナの旨味で調味料が少なく ても、 さ つまいもの甘み

を感じる優しい味です。

　 豆乳や豆腐を使っているので、 ヘルシーでたんぱく 質やカルシウム、 鉄

分もしっかり 摂れる栄養満点のレシピです！

さつまいもの豆腐グラタン

栄
養
成
分

作り方

①さ つまいもは 1cm 幅の半月切り 又はいちょ う 切

りにして、50 0w の電子レンジで約 5 分加熱する。

玉ねぎは薄切り 、 しめじは石突きを取り 、 ほぐす。

②絹豆腐（ 水切り はし ない） はボウルに入れ、 泡だ

て器で滑らかになるまで混ぜておく 。

③フライパンに玉ねぎ・ し めじ ・ ツナ缶を油ごと 入

れ、 し んなり するまで炒めたら、 小麦粉を振り 入

れ、 具材と合わせる。

④③に加熱し たさ つまいも、 むき枝豆、 豆乳、 塩、

こし ょ う 、 コンソメ 、 みそを入れ全体にとろみが

つく まで煮る。 ②を加え全体が温まるまで加熱す

る。

⑤耐熱容器に④を盛り付け、ミ ッ クスチーズをのせ、

20 0℃に加熱し たオーブン又はオーブント ース

タ ーに入れ、 ミ ッ クスチーズに焦げ目がついたら

出来上がり！

さつまいも …………… 20 0ｇ

たまねぎ……………… 10 0ｇ

しめじ ………………… 10 0ｇ

ツナ缶（ 油漬け） ……… １缶

絹豆腐 ……………… 30 0 g

小麦粉 …………… 大さじ１

豆乳（ 無調整） ……… 20 0㎖

むき枝豆…………… 大さじ１

コンソメ …………… 小さじ¼

みそ………………… 小さじ½

塩・ こしょう …………… 少々

ミックスチーズ ………… 36 g

さつまいも

材料 　（ 2 人分）

今回の特産品
さつまいもは、 エネルギーはジャガ

イモやサト イモより多いですが、 脂

肪もほとんどないので、 食べても太

りにく い食材です。 また、 さつまい

もに含まれる成分には、 食物繊維、

ビタ ミ ン B1、 ビタ ミ ン C、 カリ ウ

ムなどがあり 、 便秘を解消する作

用やコレステロールを低下させる作

用、 血糖値をコント ロールする働き

があります。

栄養成分

エネルギー 405 kca l

炭水化物 48 .9 g

たんぱく 質 20 .8 g

脂質 17 .0 g

食塩相当量 0 .8 g

カルシウム 186m g

鉄分 3 .3 g

食物繊維 6 .3 g

東海村編

特産品の
おいし い
レ シ ピ


